
新大綱策定会議（第３回） 

議事次第 

 

日  時  平成２３年１月３１日（月）１５：００～１８：０６ 

場  所  ホテルグランドパレス ゴールデンルーム 

議  題 

    １．原子力のエネルギー利用について 

    ２．その他 

 

配付資料： 

 資料第１号   新大綱策定会議の進め方 

 資料第２－１号 2030年に向けたエネルギー政策 

 資料第２－２号 ＡＩＭ経済モデルによるエネルギー供給の構成 

 資料第２－３号 超長期エネルギー技術ビジョン 

 資料第２－４号 原子力のエネルギー利用を巡る現状について（補足資料） 

 資料第３号   エネルギー利用における原子力の位置付け 

 資料第４号   新大綱策定会議メンバーからの提出資料 

 資料第５号   新大綱策定会議（第２回）における各委員ご発言の整理 

 資料第６号   新大綱策定会議（第２回）議事録 

 参考資料第１号 国民の皆様から寄せられたご意見 

         （期間：平成23年１月14日～平成23年１月28日） 
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午後 ３時００分開会 

○吉野企画官 それでは、時間になりましたので、新大綱策定会議第３回を開始いたします。 

 委員長、よろしくお願いいたします。 

○近藤議長 皆さん、こんにちは。本日はご多用中のところをご参集賜りまして、まことにあ

りがとうございます。 

 欠席のご通知をいただいている方がいらっしゃいます。五十嵐委員、谷本委員、又吉委員、

それから河瀬委員は、雪のせいでしょうか、急にご欠席という通知をいただいております。ま

た、田中明彦委員からは、少し遅れて到着とのご通知をいただいております。定足数は十分に

満足していますので、これより会議を開催させていただきます。 

 最初に、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○吉野企画官 それでは、皆様のお手元にお配りいたしました本日の配付資料について確認さ

せていただきます。 

 資料第１号といたしまして、Ａ４横の今後のスケジュールの線表をお配りしてございます。

資料第２－１号から第２－２号、第２－３号、第２－４号と、すべてパワーポイントのＡ４横

のタイプのホチキスどめのものを４冊お配りさせていただいております。さらに、資料第３号

といたしまして、エネルギー利用における原子力の位置付けということでございまして、ワー

プロ打ちのものでございます。さらに、資料第４号といたしまして、策定会議委員の方々から

ご提出いただきました資料をお配りしております。ホチキスどめのものでございますけれども、

本日急にご所用でご欠席となった河瀬委員のものだけ、ホチキスどめが間に合いませんで、別

刷りで入れてございます。それから、資料第５号といたしまして、前回の皆様方のご意見をま

とめたもの。資料第６号といたしまして、前回の議事録でございます。 

 最後に参考資料といたしまして、前回から今回までの間、１月14日から28日までの間に国

民の皆様から本策定会議に向けて寄せられた意見を配付させていただいております。 

 さらに、机の上に、ややお邪魔かとは思いますけれども、参考資料といたしまして、配付資

料一式、また新たな検討スケジュールとか、前回議論になりました経済産業省の産業構造ビジ

ョンの骨子を新たにドッジファイルにとじましてお配りさせていただいているところでござい

ます。 

 配付資料、ドッジファイルの資料に落丁等ございましたら、いつでも係のほうにお声をおか

けください。よろしくお願いいたします。 

○近藤議長 それでは、本日の議事でございますが、お手元の議事次第にございますように、
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引き続き原子力のエネルギー利用についてご審議いただくことといたしますが、審議に入る前

に、資料第１号がございます。これは、前回会議で配付した資料で、議論の進め方ということ

でご審議をいただいたものでございますが、その際いろいろご意見をいただきましたので、そ

れを踏まえて若干の修正をしてございます。ごらんになっていただきますと、下のほうに各テ

ーマについて、それぞれの基本的理念や横断的、ここでは国際的な課題でありますとか、ある

いは時には安全問題でありましょうし、また人材問題等でありましょうが、それぞれの課題に

関連して、そういうことについても広くご議論をいただくということ、そしてまたそれぞれの

テーマについて議論の最後に取りまとめを行うと、これは中間的取りまとめていったほうがい

いかもしれませんけれども、そういう作業を行うことについて前回お約束いたしましたので、

そのことを追加記載したものでございます。これをもって進め方とすることでよろしゅうござ

いますね。 

 それでは、本日の議事の進め方でございますが、２つのパートに分けて進めたいと思います。

１つは、前半はと言うべきか、前回の会議でご意見、ご注文等がございました事項につきまし

て、大きく分けて３点、１つは、エネルギー基本計画についてのご説明、それから２つ目は、

2100年ぐらいを見通したエネルギーの需給見通しについても頭に入れておくべきではないか

というご意見がございましたことに関して、そうした研究について２例ほどご用意させていた

だきました。それから３つ目が、その他と言うべきか、さまざまな資料の明確化についてご質

問、ご意見をいただいたことについて、その作業をしたものについてご紹介申し上げるという

ことでございます。そして、それについてご質疑をいただいた後に、後半は、前回の議論を整

理した紙をつくってございますので、それをご紹介申し上げた上で引き続きエネルギーと原子

力発電についてご議論をいただくということにしたいと思います。そんな進め方でよろしゅう

ございますか。 

 それでは、最初に、エネルギー基本計画について、本日、経済産業省より担当者をお招きし

ていますので、資料２－１に基づいてご説明をお願いしたいと思います。ご説明は、経済産業

省資源エネルギー庁石崎需給政策室長です。よろしくお願いいたします。 

○石崎需給政策室長 資源エネルギー庁の需給政策室長の石崎でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 私のほうから、資料２－１であります「2030年に向けたエネルギー政策～新たな「エネル

ギー基本計画」の策定について～」というペーパーで説明したいと思います。 

 ページをめくっていただきまして２ページでございますが、エネルギー基本計画は、資料に
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書いてありますとおり、エネルギー政策基本法に基づいて、エネルギー政策の基本的な方向性

を示すものでありまして、法律上、少なくとも３年ごとに見直しを実施するということになっ

ております。もともとの計画は、平成15年に策定いたしまして、平成19年に第一次改訂、今

回は、昨年の６月18日に閣議決定いたしております。 

 基本的な視点といたしましては、エネルギー政策の基本は、エネルギーセキュリティの確保、

温暖化対策の強化、効率的な供給ということであります。今回のエネルギー基本計画の新しい

視点は、経済成長の実現とかエネルギー産業構造の改革を追加するということで、2030年に

向けてエネルギー需給構造を改革していくという点でございます。また別途策定いたしました

新成長戦略と一体的に検討を推進いたしまして、具体的な施策の提示、それから数値目標の設

定といったことをやっております。 

 それで、エネルギー基本計画に掲げた数値目標に関してでありますが、３ページに、2030

年に、エネルギー自給率及び化石燃料の自主開発比率を倍増するというのを一つの目標として

掲げております。自主エネルギー比率とは、従来のエネルギーの自給率、これは国産に原子力

を加えたものでありますが、それに自主開発資源も勘案いたしまして、それを38％から70％

程度まで向上させることを目指します。それから、ゼロエミッション電源比率、これはまた別

途ご説明いたしますけれども、現在の34％から70％に引き上げる。家庭部門のＣＯ２を半減す

る。それから、産業部門においては、世界最高のエネルギー利用効率の維持・強化をする。ま

た、エネルギー製品等の国際市場でのトップクラスのシェアを獲得する。こういったことを目

標といたしまして、一番下にありますとおり、このエネルギー基本計画に掲げる政策を強力か

つ十分に推進することでエネルギー起源ＣＯ２を2030年に90年比マイナス30％程度もしくはそ

れ以上に削減するということを打ち出しております。これは、2050年に90年比80％に向けた

現状からの削減幅の約半分で、それを前半の20年で達成するということを考えております。 

 ページをめくっていただきますと、さらに中身の説明が載っております。最初が供給面での

対応でございますが、最初に資源確保・安定供給強化への総合的取組、これは今回の内容と少

し異なると思いますので、割愛させていただきます。 

 その次に､自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造の実現ということで、最初に掲げて

ありますのが再生可能エネルギーの導入拡大であります。これは、固定価格買取制度の構築と

いうことで、買取対象を太陽光発電から、風力、中小水力、地熱、バイオマス発電に拡大して

いく。また、導入支援策の強化ということで、導入可能性の調査とか、初期コストの低減、そ

して普及拡大のための措置をやっていく。それから、系統安定化対策とか技術開発・実証事業
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の推進を行う。また、規制の見直し・緩和、これは行政刷新会議のほうでもやっておられます

けれども、そういったことを含めて検討していくという中身になっております。 

 次に５ページでありますけれども、これはもしかすると前回にもこちらの会議でもご議論が

あり、やや重複はあるかもしれませんが、ご説明いたしますと、原子力発電の推進ということ

で、2020年までに新増設９基、設備利用率約85％、2030年までに少なくとも14基以上の新増

設、設備利用率約90％を目指す。それから、最新の知見を活用した科学的・合理的安全規制

の充実。さらに、立地地域住民との相互理解の促進と地域振興ということ、電源立地交付金制

度のさらなる改善、核燃料サイクルとか高レベル廃棄物処分に向けた取組の強化、核不拡散や

原子力安全における国際貢献、原子力産業の国際展開に向けた一体的対応などを打ち出してお

ります。 

 次に、化石燃料の高度利用といたしましては、特にＣＯ２の排出の多い石炭火力の新増設・

更新については、原則ＩＧＣＣ並みのＣＯ２排出量に抑制していく。それから、ＣＣＳの2020

年の商用化を目指した技術開発の加速化をする。また、今後計画される石炭火力新増設につき

ましては、ＣＣＳReadyを導入するというと、2030年までに石炭火力へのＣＣＳの導入といっ

たことを検討していくということであります。 

 それから、電力・ガスの供給システム強化といたしましては、2020年代早期に原則すべて

の電源や需要家と双方向通信が可能な世界最先端の次世代型送配電ネットワークを構築すると

いった内容になっております。 

 ページをめくっていただきますと、次の６ページから７ページが需要面での対応、主に省エ

ネルギーなどについてであります。ちょっと時間の都合もあるので、部分的にだけご説明いた

しますと、産業部門につきましては、設備更新時に最先端の技術導入を促進していき、世界最

高水準の省エネ水準の維持・強化を行う。それから、省エネ法の運用強化、天然ガス利用の促

進、長期を見据えた革新的な技術の実用化を行う。 

 家庭部門につきましては、ＺＥＨと書いてありますネット・ゼロエネルギー・ハウス、これ

はエネルギー収支がゼロの家ということで、今、創エネと言われていますけれども、屋根に太

陽光をつける、あるいは燃料電池などでエネルギーを創出するということです。また、省エネ

を徹底するということで、ネット・ゼロエネルギー・ハウスを2020年までに標準的な新築住

宅に、2030年までには新築の平均で実現する。それから、省エネ基準の適合を義務化し、ス

マートメーターの普及とか、ライフスタイルの転換、家庭用高効率給湯器の普及、高効率照明

のＬＥＤ照明の普及をする。こういった内容であります。 
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 業務部門についても、ネット・ゼロエネルギー・ビルを2020年、2030年と展開していく。

建物全体でのエネルギー消費量を総合した新しい省エネ基準を2011年度中に策定するという

ことを考えております。また、省エネＩＴ機器を2015年までに実用化し、2020年までに100％

普及する。 

 それから、次のページでありますけれども、運輸部門につきましては、次世代車の割合を

2020年に最大50％、2030年に最大70％までにしていくということで、充電池の普及とか、乗

用車の燃費維持を今検討しているところであります。 

 こういった各部門ごとの取組だけではなくて、横断的な取り組みということで、都市や街区

レベルでのエネルギー利用最適化を行います。 

 さらに、新たなエネルギー社会の実現ということで、先ほど申しましたようなスマートメー

ターの普及とか、エネルギーマネジメントシステムの技術開発を内外に展開していく。あるい

は燃料電池車の普及、水素ステーションのような水素供給インフラ整備の支援を行う。 

 それから、もう少し長い目で見たような革新的な技術開発を前倒ししていく。海外展開支援

体制の整備。こういったことを想定しております。 

 次の８ページからが、先ほど申し上げました2030年に90年比30%程度もしくはそれ以上とい

う試算の考え方であります。この試算は、注記してありますとおり、国民に許容される規制の

度合いとか、財政措置の大きさ、あるいは技術革新の進捗状況などによって当然変化し得ると

いうことで、相当程度幅を持って理解されるということが重要なわけでありますけれども、

1990年から2007年までにつきましては90年比のプラス15％ということで随分ＣＯ２の排出量が

ふえているわけでありますけれども、そこから2030年に向けまして、省エネ、新エネ、原子

力等をやりまして、90年比マイナス30％まで減らしていくということであります。 

 それで、世帯数のところで前回若干ご議論、ご質問があったということなんですけれども、

私どものほうは2007年に5,171万世帯、2030年に5,242万世帯と推計しておりますけれども、

国立社会保障・人口問題研究所さんの推計と少し差があるのではないかというご指摘があった

と聞いております。社会保障・人口問題研究所さんの試算は、2005年の国勢調査を利用して

2008年に公表されたものであります。一方、私どもが使っているこの数字というのは、2008

年の実績は住民基本台帳を利用し、見通しは社会保障・人口問題研究所さんの推計方法と同じ

ような世帯数の増加を反映したものであるのです。ちなみに、昨年の年末に環境省さんのほう

でもロードマップの中間整理というものを出されておりますけれども、これも私どものこのエ

ネルギー基本計画の試算のときに使っています世帯数の想定と同じものを使っておられると承
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知しております。 

 それで、説明を続けますと、次の９ページが長期的なＣＯ２排出量のパスのイメージであり

ます。90年から2007年まで90年比プラス15％となったＣＯ２の排出量につきまして、2030年ま

でに90年比マイナス30％というと、大体５億トンの削減になります。20年ちょっとで５億ト

ンぐらい削減していく。2030年から2050年までに90年比マイナス80％となると、さらにこの

20年間で５億トン削減するということですので、前半でほぼ半分を実現していくというイメ

ージになります。 

 次の10ページから11ページがそれの評価みたいな話なんですけれども、10ページのほうが

ＣＯ２原単位で見た評価であります。オイルショックのとき、1973年から1983年、ＣＯ２の原

単位というのが年率で大体3.3％改善しているのでありますけれども、仮に2030年に90年比マ

イナス30％ということをやるとなると、年率3.4％の改善ということで、オイルショック時以

上の改善率となるということであります。 

 次の11ページが最終エネルギー消費の対ＧＤＰ弾性値、エネルギー消費の伸びに対するＧ

ＤＰの伸びの弾性値でありますけれども、これで見ますと、1973年から80年、オイルショッ

クのときは、ほぼ弾性値が横ばいでありました。すなわち、ＧＤＰが増加するわけですけれど

も、エネルギー消費は横ばいだったわけです。これから我々がやらなければならないというの

は2007年から2030年の赤いところでありまして、要するに、ＧＤＰが増加するけれども、エ

ネルギー消費は減少するということで、ＧＤＰ弾性値を減少させていかなければならないとい

うのが、これから我々がやらなければならないことになっております。 

 ページをめくっていただきますと、次に部門別の試算が載っております。時間も少ないので

概括的にだけ説明いたしますと、主な削減対策については先ほどご説明したとおりであります。

民生家庭部門、それから民生業務部門というのは、2007年からといたしますと、大体半分ぐ

らいに減らしていくというイメージになります。 

 それから、13ページが産業部門と運輸部門であります。産業部門に関しましては、2007年

からですと25％。ただ、90年からで見ますと、民生部門は随分ふえたことろから減らすわけ

でありますけれども、産業部門は若干減ったところからさらに大きく減らしていくという想定

になっております。それから、運輸部門につきましても、2007年比較でいうと37％の減。そ

ういったことを想定いたしております。 

 次の14ページが供給部門であります。一次エネルギー供給のところでありますけれども、

左が2007年。2007年を使っておりますのは、リーマンショックによる景気悪化期の前という
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ことで2007年の実績を使っているわけですけれども、2007年実績から見ますと、大体今、化

石燃料でいいますと、石油から石炭まででありますけれども、これとエネルギーの自給率とい

うのは、国内でとれる化石燃料というのは若干あるのですけれども、ほぼエネルギー自給率と

一致いたしております。そういう意味では、2030年には石油・ＬＰＧ・天然ガス・石炭の化

石燃料への依存度を６割に下げる。逆に言えば、エネルギー自給率を４割程度まで引き上げて

いくということを示しております。 

 それから、15ページには供給側の絵姿②（電源構成）とあります。電源構成につきまして

言いますと、左側が設備容量、右側が発電電力量になります。左側の設備容量について言いま

すと、2007年度と比較し、2030年度は、化石燃料に比べまして再生可能エネルギーの比率が

相当高くなっております。これは、太陽光発電とか風力発電が相当程度普及するということを

考えておりまして、大体４割ぐらいの設備容量が再生可能エネルギー、それから原子力が２割

ぐらい、残りがいわゆる化石燃料という想定になっております。右側が発電電力量であります。

発電電力量でいきますと、2007年から2030年の変化は、太陽光発電や風力発電は稼働率が低

いために、発電電力量ベースで見ますと、2030年に約２割、原子力については、2030年に設

備利用率90％ということを目標にしており、約５割となります。残りが石炭とかＬＮＧ、火

力とか石油とか、大体そういった試算になっております。 

 最後の16ページが累積投資総額の試算ということであります。この投資総額というのは、

一番下の※に書いてありますとおり、2030年までに必要な投資総額を非常に粗々に計算した

ものであります。基本的には既存製品と省エネ製品との価格の差額の累積であります。2030

年に向けて大体省エネ製品の価格はどんどん下がっていきますけれども、そういったことを踏

まえた上での累積、価格差は原則として低減するということを仮定した上での累積額でありま

す。それから、左に書いてあるのが削減量ということでありまして、主な対策の削減量と投資

総額。投資総額のほうを合わせますと、計131兆円になります。投資総額というのはある種の

投資コストにもなるわけなんですけれども、一部省エネでメリットがありますから、省エネメ

リットを差し引いていきますと、大体20年間で62兆円ぐらいの純投資総額ということになり

ます。 

 すみません、与えられた時間を少しオーバーしていると思いますけれども、とりあえず私か

らの説明は以上であります。必要があれば、またご指摘をいただければと思います。ありがと

うございました。 

○近藤議長 石崎さん、どうもありがとうございました。 
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 質疑は、資料２－４号までご説明いただいた後に時間をとりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは続きまして、21世紀全体を通じた世界のエネルギー需給について考える必要があ

るというご意見がございましたので、2100年のエネルギー需給見通しの試算の一つを国立環

境研究所の増井統合評価研究室長からご説明いただきます。よろしくお願いいたします。 

○増井統合評価研究室長 本日はこういった機会を与えていただきまして、どうもありがとう

ございます。 

 それでは、資料２－２に基づきまして、我々が行っております2100年までのこうしたエネ

ルギーの需給の見通しにつきまして説明をさせていただきます。 

 資料をめくっていただきまして２ページ目、我々が使っておりますモデルはＡＩＭモデル、

略しましてエイムと呼んでいるのですけれども、ＡＩＭとは何かというあたりからご説明させ

ていただきます。ＡＩＭというのは、アジアの途上国、中国、インドといった研究者の方々と

一緒に、温暖化の問題に対応するためのモデルということで、もう20年近くやっている研究

でございます。 

 ３ページ目にいっていただきまして、現在のＡＩＭの全体像ということで、気候変動の問題

はいろいろな問題が複雑に絡み合っているわけなんですけれども、３枚目のスライドの左上の

ほうにあります排出モデルということで、経済活動と、それに伴うエネルギーの消費量、さら

にはそのエネルギーの消費量から計算されます温室効果ガスの排出量、これを計算するモジュ

ールと、その温室効果ガスの排出量から、将来どの程度気温が上昇するのかという、それを推

計する簡易気候モデル、さらにはその気候影響、気温の上昇がどの程度いろいろな活動に影響

をもたらすのかを推計する影響モデル、この３つから主に成り立っております。きょうは、

2100年までのエネルギーということですので、この排出モデルの中の灰色で塗っております

経済モデル、逐次、世界といったところの説明をさせていただきたいと思っております。 

 おめくりいただきまして、４枚目のスライド、具体的にどのようなモデルなのかということ

で、ここで用いておりますモデル、我々はいろいろなモデルを開発しているのですけれども、

きょうご説明しますのは、経済モデルと称しているものです。これは、アメリカのパデュー大

学を中心に開発されておりますＧＴＡＰという、世界を詳細に分割した国際産業連関表がある

のですけれども、そういうデータをベースに開発しておりますモデルとなっております。そう

いう経済データにエネルギーの、エネルギーバランス表と我々は呼んでおります統計データに

示されているエネルギーの消費量、並びに土地利用の変化あるいは温室効果ガスの排出量とい
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ったものを組み込みまして評価したモデルとなっております。 

 この会の主題であります原子力につきましては、ＩＥＡ国際エネルギー機関のWorld 

Energy Outlook（ＷＥＯ）等を参照に、実はその導入量の上限を設定しているということで、

内生的に原子力がどの程度導入されるのかといったことは我々は計算いたしておりません。と

言いますのも、原子力というのはかなり政治的に配慮が必要であろうということで、原子力に

つきましては、その上限というものを他の推計結果を用いまして想定いたしております。そう

いう意味で、今回検討されておりますような、原子力がどの程度導入されるのかといったこと

も、我々は非常に関心を持っておりますので、またそういう結果をぜひ反映して計算していき

たいと考えております。 

 モデルの大きな特徴は、応用一般均衡モデルと呼ばれているモデルでして、詳細は省きます

けれども、メーンとしましては、家庭、家計部門が効用最大に、生産者のほうは利潤最大化で、

価格というものを指標にしまして、その価格の変化によりましてその生産量あるいは消費量と

いうものを決定していくモデルです。様々な財の中の一つとしてエネルギーというのが取り扱

われているといったモデルとなっております。 

 今回ご紹介いたしますのは、隣に座っていらっしゃる黒沢さんも参加されておりますＡＭＥ

というアジア・モデリング・エクササイズ、これは次のＩＰＣＣの評価報告書に向けまして、

世界、特にアジアの研究者が中心となって今エクササイズをしているわけなんですけれども、

そういったところに出している計算結果、これをベースに紹介していきたいと考えております。 

 ５枚目は、先ほど言いましたようなモデルの構造ということで、生産者・消費者というもの、

それが世界を24に分けた地域ごとに設定しておりまして、価格というものをベースに活動量

を決定しております。 

 具体的な地域分けにつきましては、資料の６ページ目に書いてございます。灰色に塗ってお

りますのがこのモデルの中での日本を除くアジアということで、特出ししております。 

 このモデルの一つの特徴はいろいろな経済活動を財別に細かく分析しているというところで、

７枚目のスライドにその財の区分ということで、ここでは非電力部門と電力部門という形に分

けておりますけれども、電力以外のところにつきましては、左側のような形で分類いたしてお

ります。また電力につきましては、石炭火力からその他までありますような形で、技術という

ものを個別に取り扱えるようになっております。 

 具体的な生産構造等につきましては、８枚目のスライドから11枚目、12枚目のスライドま

であるのですけれども、要は、生産部門でいきますと、エネルギーを消費する段階でＣＯ２の
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排出量がカウントされてくる。また家計のほうにおきましても同様に、家庭においてエネルギ

ーを消費する、化石燃料を消費するといった段階でＣＯ２の排出量を計算するということで、

そのエネルギー需要というものが温暖化の分析においても非常に重要になってくるわけでござ

います。 

 このモデルの一つの特徴といいますのが10枚目のところに書いてあるのですけれども、こ

うしたモデルを考える際に、新しい技術をどういうタイミングで導入するのかということが非

常に重要になってまいります。このモデルでは、そういう新しい技術と古い既存の技術とを明

確に分けまして、新しい技術二対する投資が行われないと、原子力等の新しい技術は普及しな

い、あるいは再生可能エネルギーの技術は入ってこないといった前提になっております。 

 試算結果ということで、13枚目のスライド以降に、先ほど申し上げましたＡＭＥというア

ジア・モデリング・エクササイズに対して提出しました結果について、その前提を幾つか示し

てございます。きょうお示しいたしますのは、いわゆるリファレンスという成り行きのケース、

特に温暖化対策をとらないという場合のケースと、もう１点といたしまして、温室効果ガスの

大気中の濃度を二酸化炭素に換算して450ppmに安定化するという２つのケースの結果をそれ

ぞれ示しております。 

 450ppmに安定化するというものにつきましては、2050年については１人当たりの排出量を

均等化する。このあたり、かなり厳しい制約条件になっているのですけれども、2050年以降

についてはその１人当たりの排出量は先進国であれ途上国であれ全く同じという形で、2050

年までは現状から比べましてそのシェアを線形補間するということで、いわゆるコペンハーゲ

ン合意等で各国から提出されております排出目標とか、日本ですと25％、そういった目標値

というのは特段条件としては加えていないという点にご留意いただければと思います。 

 また、安定化ケースということで設定しておりますけれども、こちらも炭素価格は世界共通

ということで、いきなり2020年から中国・インド等の途上国も含めて国際的な共通の炭素市

場というものを想定しているということで、途上国に対してもかなり厳しい制約を課している

ということになっているという状況です。 

 あと、最終エネルギー側の2050年までの効率改善というのは、技術選択モデルの結果を適

用しているということ。また、ＣＣＳ（炭素隔離貯留）につきましては、2020年以降導入可

能と設定しています。 

 どういった電源を使うのかということにつきましては、先ほど申し上げましたように、原子

力につきましては一つの上限を設定しております。また、そのほかの再生可能エネルギー、太



－11－ 

陽光、風力といったものつきましても、導入量の上限を既存のいろいろな文献から想定いたし

まして、そういう制約下におきまして最も費用効果の高いエネルギー、発電形態というものが

選択されるという結果になっております。 

 そういうわけで、下から２つ目の「・」に書いておりますけれども、今回示した結果という

のは、そういう前提条件下での将来の可能性の一つであるということで、前提が変わりますと

当然結果も大きく変わってくるといったあたりはご了解いただければと思っております。 

 また、この結果につきましても、暫定的なものということで、あえて数字は示しておりませ

ん。非常に見にくいかもしれませんけれども、グラフという形で示しておりますので、また機

会がございましたら、最終結果が出ましたら、この委員会に数字等も含めて詳細な結果をご提

供したいと思っております。 

 14枚目以降にその結果を示しております。左側がリファレンスということで、何も対策を

とらない場合、右側が450ppmに安定化するということで、一次エネルギー供給量が14枚目の

スライドに書いてございます。日本につきましてはそれほどトータルの供給量は変わらないん

ですけれども、アジア並びに世界というのは一次エネルギー供給量からして大きく変わってい

くということ。また、原子力につきましては、先ほど申し上げましたように、上限を前提とし

ているということで、リファレンス、450ppm安定化はそれほど変わらない。この２つのケー

スで若干その上限を変えてはいるのですけれども、それほど大きな違いはないという結果にな

っております。現状と比べましても、ややふえているという想定にしております。 

 発電電力量が15枚目のスライドにございます。原子力はそれぞれ紫色で示しているところ

なんですけれども、日本では一次エネルギー供給量と同様にふえてくるという推移になってく

る。ただ、発電電力量の推移そのものはそれほど大きくないということ、それに対して原子力

のシェアというのは若干ふえていくのかなという結果になっております。一方、アジア、世界

等を見ておりますと、リファレンスでは石炭というもののシェアが非常に高くなり、また対策

ケースではバイオマスのシェアが非常に大きくなってくるという結果になっております。 

 16枚目のところには経済指標ということで、人口はどちらも共通の値を使っております。

また、ＧＤＰは450ppm安定化のときには成りゆきケースと比較してやや下がっているという

結果になっています。また、効率改善は、先ほど前提のところでもありましたように、別のモ

デルの結果を使っておりまして、その結果を詳細に示すのはちょっと難しかったので、ＧＤＰ

当たりの最終エネルギーの需要量ということで評価いたしておりまして、こういう結果になっ

ております。 
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 最後に17枚目のスライドにはＣＯ２並びにエネルギー価格に関する指標を示しています。実

際にＣＯ２の排出量がどうなっているのかということで、450ppm安定化の際には排出量がマイ

ナスになっていますが、これはバイオマス並びにそのバイオマスで燃焼した際に発生するＣＯ

２を固定化するといった技術が導入されているということで、マイナスになっております。 

 エネルギーの価格につきましては、最後の一番下のところにありますけれども、化石燃料の

消費量がやや減ってくるということで、リファレンスのほうがエネルギーの価格としては高く

なるという結果になっております。 

 以上です。どうもありがとうございました。 

○近藤議長 どうもありがとうございました。 

 それでは引き続きまして、エネルギー総合工学研究所の黒沢様から、2100年に向けた技術

ロードマップの検討などをされたことを踏まえて、ご発言をいただきます。よろしくお願いし

ます。 

○黒沢プロジェクト試験研究部長 エネルギー総合工学研究所、黒沢でございます。このよう

な機会を与えていただいたことに感謝しております。 

 まず、本分析の背景なんでございますが、世界的に現在もエネルギー需要は増大しておりま

して、2100年までを考えて、長期的な視野から、将来顕在化することが懸念されます資源及

び環境の制約を乗り越えるために、エネルギーの技術がどう役立つかということをバックキャ

スト的に描いたものでございます。 

 作業の一環といたしまして、エネルギーの利用ポテンシャルや各種のエネルギー技術オプシ

ョン、高速増殖炉、炭素回収・隔離、省エネポテンシャルなど、いろいろオプションがあるわ

けでございますが、そのような技術要素につきまして、エネルギーモデルシミュレーションに

よる感度分析を実施いたしました。ただ、かなり極端なケース設計をしている場合が多くあり

ますので、それらの前提条件自体が完全に達成される可能性は非常に低いと考えておりますが、

あくまでも技術的な可能性として、どの程度の技術要件を満たしていれば資源及び環境の制約

を乗り切ることができるかを見るために、シミュレーションを実施したものでございます。 

 エネルギー需給の想定には、統合評価モデルでありますＧＲＡＰＥモデルのエネルギーモジ

ュールを取り出して利用しております。 

 主な結論といたしましては、世界的な環境制約、資源制約を乗り切るためには、化石燃料、

原子力、再生可能及び省エネルギーといった幅広いエネルギー技術の開発を進めることが必須

であるということが導かれたというのが大きなところでございます。 
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 めくっていただきまして、技術による備えの必要性というのが２枚ほどあるのですが、読み

上げ自体はいたしませんが、エネルギーがなぜ必要かということを改めて考えてみますと、エ

ネルギーによって得られるサービスや効用を我々は欲しているわけでございます。それを民生

部門や運輸部門や産業部門で使っているわけでございます。さらに、エネルギーの転換につき

ましては、電気や例えばガソリンなどのように、直接一次エネルギーで供給されないものにつ

いてはエネルギーの形を変える必要があることから、転換の部門が存在いたします。これらの

４つの部門の技術の向上によりまして資源や環境の制約を克服していくという作業をしたもの

でございます。 

 そのうちの転換部門のロードマップの例ということで、［２］に示してございますように、

分野別ロードマップというのが転換と産業と運輸と民生ということでできておりまして、その

うち転換を取り出したものでございます。転換につきましても、化石燃料の効率的利用、原子

力の利用、再生可能エネルギーの利用の技術というものを幅広く技術の備えとして準備してお

く必要があるということでございます。極端ケースのほかに、３つのケースの技術が融合した

社会イメージといたしまして、ＭＩＸケースと我々が呼んでいるシミュレーションも実施して

ございます。このケースは、各Ａ、Ｂ、Ｃと言われているケースは、かなり極端な条件を設定

していることから、その時点で最も起こり得るだろうと思われている技術や資源の前提を組み

合わせてどうなるかということを計算したものでございます。 

 シミュレーションの前提条件については、５ページに表形式でまとめてございます。先ほど

申しましたように、Ａ、Ｂ、Ｃという極端なケースとＭＩＸケースという４つのケースを試算

してございます。人口、ＧＤＰに関する条件はここに書いてあるとおりで、人口に関しまして

は、国連の中位推計の数字を使ってございます。ＧＤＰに関しましても、世界の各地域のＧＤ

Ｐが長期的に収束していくことを仮定いたしまして、ＧＤＰの数字をつくっていきます。その

ＧＤＰに基づきましてエネルギー需要を決めていくわけでございますが、ＡとＢというケース

につきましては、基本的にＧＤＰに比例的にエネルギー需要が伸びていくということで、かな

り過大な推定をしております。そういう意味では上限を見たと理解してください。ＣやＭＩＸ

ケースにつきましては、省エネルギーを仮定しております。 

 次にＣＯ２制約でございますが、ＣＯ２に関しましては、先ほどの国立環境研の増井様のお

話ですと、ＣＯ２等価で450ということでしたが、我々は、ＣＯ２濃度で550ppm安定化に相当

するような地域別のＧＤＰ原単位制約というものをかけてございます。それを見ますと、

2050年で３分の１以下、2100年で10分の１以下という制約をかけると、このような制約が満
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足できるということでございます。 

 世界資源量につきましては、資源制約ということをこの時点でかなり意識していたこともご

ざいまして、いわゆる石油や天然ガスについては、非在来型の資源を含まない形での推定をし

ております。あと、ケースによりまして、石炭やウランの資源量には違いがございます。再生

可能につきましても、同様にケースによって違いがございます。 

 あと、原子力と高速増殖炉につきましては、特出ししてここで表で触れておりますが、高速

増殖炉の導入時期や原子力の発電シェア上限について条件設定を行ってございます。 

ＣＯ２回収・隔離につきましても、ＢとＣは、それができないとしておりますが、ＡとＭＩ

Ｘに関しては、上限設定のもとに、ある程度まで導入できるということでございます。 

 このような極端なケーススタディーをすることによりまして、どれぐらいの範囲を見ておけ

ば技術的な備えとして十分であるかということを見たものでございます。 

 めくっていただきますと、これは日本の2100年までの一次エネルギー構成を三角形のグラ

フ形式であらわしたものでございます。このような書き方には余りなじみがない方もいらっし

ゃると思うんですが、この３辺の数字を足すと必ず100になるというところで、そのようなポ

イントで見た場合に現状から今世紀末までどのようなパスがあるかということをシミュレーシ

ョンで見たものでございます。これは、Ａケース、Ｂケース、Ｃケース、Ｍ、ＭというのはＭ

ＩＸケースでございますが、それによって資源の想定や技術の想定によってこのようなパスが

描かれているわけでございます。ここで、Ｃケースで2100年で原子力がゼロになっておりま

すが、これは原子力をゼロにしろと言っているわけではなくて、あくまでもシミュレーション

の結果でございまして、Ｃケースにおきましても2050年までは原子力の比率はふえておりま

す。 

 次は日本のエネルギー需給構造の試算例、これはＭＩＸケースの例でございます。こちらは、

ある程度バランスのとれたエネルギー需給構造というものを意図してシミュレーションを行っ

たものでございまして、供給側での原子力、再生可能、化石燃料のバランス及び需要側の省エ

ネルギーといったいろいろな技術オプションを組み合わせて需給構造を描くといった作業の例

でございます。 

 この作業におきましては、次のページに出てくるように、需要端での低炭素化というものが

結果として出てくるわけでございます。こちらは、Ａ、Ｂ、ＣとＭＩＸそれぞれ書いてござい

ますが、やはり需要端での電化または水素化をやっていかないと、ＣＯ２を大幅に削減するこ

とはかなり困難であるということを示したものでございます。ただし、その電化や水素化の程
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度というものは、エネルギー需要の大きさやＣＯ２の排出削減の強さによって変わってくるわ

けでございます。 

 以上で説明を終わりにいたします。ありがとうございます。 

○近藤議長 黒沢さん、どうもありがとうございました。 

 それでは引き続きまして、事務局のほうから資料の説明をしていただきます。 

○吉野企画官 それでは、資料第２－４、「原子力のエネルギー利用を巡る現状について（補

足資料）」と題しているものでございまして、前回の補足をさせていただきます。 

 右下にページ数がございまして、１ページに目次がございます。前回いろいろご指摘いただ

きましたもののうち、今回までに間に合ったもの、原子力発電を巡る世界の状況、安定性の定

量的評価、計画外停止期間の状況、系統安定化コストの４点について資料を準備させていただ

きました。また、引き続き作業中のものもございますので、第４回以降で適宜ご報告させてい

ただきたいと思います。 

 まず、原子力発電を巡る世界の状況でございますけれども、欧米の動きということでござい

まして、英、仏、露などで原子力のリプレース、増設などの動きが出てきているところでござ

います。英国ではさらに再生可能エネルギーやＣＣＳなども推進とされております。米国でも

同様に建設再開の動きがございますが、一部で安価なシェールガスが出てきたということと、

中央政府の信用保証の助成料が思ったより高かったといったことで、停滞の動きも見られると

ころでございます。 

 次のページへ移っていただきまして、欧州でございますが、いわゆる脱原子力政策からの回

帰ということでございまして、リプレースとか運転期間の延長といった動きがドイツやスウェ

ーデンでございます。また、前回も話題になりましたが、中国、インドというところでは、

6,000万kW、7,000万kWといったオーダーで建設計画の目標が立てられているところでござい

ますし、そのほかのベトナム、ＵＡＥ、ヨルダンなどでさまざまな新規建設の導入が行われて

いるという状況でございます。 

 これを定量的にあらわしましたものが、４ページの右下のところ、赤い丸囲みでございます

が、このようにリプレースも含めまして新規着工件数が右肩上がりとなってきております。 

 その中のポーションといたしましては、５ページにございますようなフランスやロシアなど

のリプレース、そして中、印などの新興国の新規建設といったものがこの右肩上がりの傾向を

支えているというところでございます。 

 次に、６ページ以降でございますけれども、６ページ及び７ページなどは、いわゆる安定供
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給という観点から、エネルギー源が多様化してまいりますと、いわゆるリスク指数が低下する

という一つの試算がございましたので、ご紹介させていただくところでございます。 

 ８ページにまいりますと、原子力について下の表のところに記載されてございますけれども、

やはり安定供給のうちの備蓄という観点で、ウランの粉末が日本の港に着いてから最終的に原

子炉に装荷されるまで、流通在庫が２年ほどございますので、そのようなものが備蓄としての

効果があろうということを算定したものでございます。 

 次の９ページ・10ページ・11ページの３ページは、前回話題になりまして、幾つかファク

トファインディングをといったご指摘がございました。計画外停止のことについて、９ページ

が、停止期間の日米間の違いの比較でございます。10ページが、停止から再起動までの例と

いうことでご紹介させていただいたものでございます。11ページが、またこういった計画外

停止の期間に関しまして、よりそのプロセスを明確化していこう、透明化していこうというこ

とで、関係者の間で進められている検討の状況といったものをご報告させていただいているも

のでございます。 

 最後の12ページでございますが、原子力が増加したときの系統安定化コストが先回話題に

なりまして、再生可能エネルギーでも同様に系統安定化コストがかかるのではないかというご

指摘がございました。こちらはタイムスコープが2020年までということで、ちょっと短い話

ではございますけれども、これも試算の一例ということで、幾つかのシナリオに対しての費用

の試算ということでご紹介させていただくものでございます。 

 以上でございます。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 なお、前回、電源別の発電コストについての再計算について、皆様のご議論をいただきまし

て、必要かなという総括をしたところでございますが、１月24日の経済産業省の総合資源エ

ネルギー調査会の電気事業分科会におきまして、このことについて、すなわち発電コスト等試

算についてワーキンググループを設置し、検討を開始するとの決定をされたとの報告を受けて

おりますので、ご紹介申し上げます。 

 それでは、以上４点、資料２－１から２－４までご説明されたところにつきまして、ご質疑

をお願いいたします。 

 大橋委員。 

○大橋委員 ありがとうございました。いろいろ大変勉強になったところですけれども、増井

様と黒沢様にお伺いするのがよろしいでしょうか。市場均衡モデルということでご説明があっ
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たんですけれども、エネルギー価格というのは、かつては市場均衡でなされていたと思うんで

すけれども、ここ数年の石油の値段の決まり方ですとか、ウラン価格の決まり方もそうですけ

れども、非常に均衡性が弱くて、そうではなくて、もう少し戦略的に決まったり、投資の考え

方で決まったりするようなところが出てきていると思います。今後ますますそれは加速してい

って、恐らくエネルギー間の連鎖、例えば石油が高くなるとウランの濃縮コストも高くなると

いったことが起こるのではないかと思っているんですけれども、そういうことを考えると、こ

ういうやっていただいたような分析というのは何か影響を受けるように思うんですけれども、

その辺、何か今お考えがあればお伺いできればと思った次第です。 

○近藤議長 すぐ答えられるそうですから、どうぞ。 

○黒沢ブロジェクト試験研究部長 ただいまのご質問は、エネルギーの価格は市場均衡で決ま

るのではなくて、戦略的なものや、場合によっては投機的なものも入ると思うんですが、そう

いうものが決まっているのではないかということでございます。いろいろ調べますと、エネル

ギーの実際の生産コストを調べたアメリカのＥＩＡの調査がございますが、それと現状の石油

価格や天然ガス価格を見ますと、かなり乖離しているということがうかがえます。そのお金は

どこに行っているかというと、結局生産者利潤となって生産者のところに入っていくというこ

となので、末端価格は上がるわけですが、生産コスト自体が大幅に上がっているわけではない

という認識でございます。 

 あと、エネルギー価格の連成は起こるかということなんですが、従来、天然ガスと原油に関

しましてはかなり強いリンクが認められたわけですが、最近はシェールガス等の非在来型のガ

ス等のものがありますので、現在はそれがかなり乖離しているという状況が見受けられます。

これはひとえに資源量に対する推計とか、市場の思い込みとか、その辺によってかなり変わっ

てくるものではないかと思います。 

 また、長期的に資源がどうなるかということなんですが、掘れば掘るほど高くなっていくと

いうのは、安いものから使っていくということが市場原理として当然であると考えております

ので、モデルにはそのような資源の量と価格の供給関数が入っておりまして、それを使ってシ

ミュレーションをしております。 

 以上でございます。 

○増井統合評価研究室長 私のほうも、資源につきましては、投機的なところというのは一切

入っておりません。そういう意味で、今回示しましたのも、注に書いておりますけれども、あ

くまで国際的な市場均衡価格ということで示させていただいております。 
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 また、資源の枯渇というところにつきましては、供給・採掘費用の関数といったものを設定

しておりまして、掘れば掘るほど値段が上がっていくというところを組み込んでおります。 

 以上です。 

○近藤議長 それでは、伴委員。 

○伴委員 まず、資料２－１なんですけれども、これは質問ですが、この省エネルギーの割合

というのがどのように見込まれているのかということですけれども、この14ページだと13％

ぐらい減っている形になるのかなと思うんですが、省エネ効果というのはもうちょっと見込め

るのではないかと個人的には思っていて、そのエネルギー基本計画でも第一に挙げられている

ことですので、それがどのように考えられているのか、ちょっとお伺いしたいということです。 

 それと、その次の15ページのところでは、これは再生可能エネルギー２割となっています

けれども、１割は水力ですので、これらの諸対策がされたときにはこの割合というのはもうち

ょっと広がるはずではないかと思うんですが、そこはどうなっているのかというのが２点の質

問です。 

 それから、資料２－４の補足資料について、私なりにさらに補足資料が要るだろうと思いま

して、これは意見書の13ページぐらいから書いています。原子力は、初期投資が非常に高い、

建設費が高いとか、それから、これからは廃炉時代ですので、そういうことも考慮に入れない

といけないとか、そういうことが書いてあります。それは、時間がありませんので、お読みく

ださい。 

 もう一つ、非常に重要なこととして言いたいのは、２－４の10ページのところなんですけ

れども、これは見方によっては新潟県にけんかを売っているのではないかと僕は読めてしまう

ので、そこはちょっとまずいのではないかということで、これは、私の意見書の10ページか

ら始まるのですが、そこにまとめてきました。要は、ここで柏崎市や刈羽村へ運転再開のお願

いということだけが書いてあるのですけれども、新潟県のほうでは技術検討会というのが設置

されて、さらに中越沖地震の後ではその下に、地震と機器への影響などを審議する２つの小委

員会というのがつくられたわけなんですけれども、その経緯というのは、そもそも東京電力の

トラブル隠しとか、定期検査の記録の改ざんであるとか、そのほかにもいろいろなことが重な

って、技術検討会というのが、県民の安心・安全の観点からより厳しくチェックしなければな

らないということで始まっているわけです。中越沖地震の後では、先ほども言いましたように

２つの委員会がやはり県民の安心・安全という観点から設置されたわけです。そして、そこで

きちんと審議が行われているわけです。そのことにはやはり言及しておかないと、この資料の
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中にも入れておかないと、何かただ単に時間がかかっているだけになってしまう。 

 そこでの審議というのは、例えば地震で言えば、個別の断層の名前になりますけれども、佐

渡海盆東縁断層の存在の有無をめぐって議論が交わされていて、これはまだ今続いているわけ

です。その結論なり方向によっては将来想定される地震の規模というのがさらに大きくなる。

となると、耐震の基準を東京電力は上に上げましたけれども、それでは不十分になっていく。

そういう重要な議論が続いているわけです。また、機器のほうでは、幾つかの事例を挙げてい

ますけれども、全部言う時間がありませんので、７号機の再循環ポンプについて言うと、国の

ほうの審議会では全く一度も議論にならなかったことが新潟県のほうで議論になって、しかも

その議論になった後のいきさつというのは、非常に不可解な形で処理されていたわけです。そ

ういったことを見ると、そもそも国が十分にやっていればこれほど時間がかからないのかもし

れませんけれども、国のほうでの審議がまだまだ不十分だという指摘を受けている。それは、

国の審議会のメンバー構成とか、いろいろな問題はあるかもしれませんけれども、審議の不十

分さが指摘されているわけです。そこをきちんと押さえておかないと、ただ時間がかかってい

ます、けしからんみたいな話では済まないことだと思います。 

 とりあえず以上です。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 ご質問の部分については、石崎さん。 

○石崎需給政策室長 それでは、私のほうから。一つは省エネのほうのご質問でありましたけ

れども、まず資料２－１の８ページを見ていただきますと、一応私どもの試算の考え方は、先

ほどやや説明が不足していたんですけれども、現状から大体、経済成長率２％ぐらい、それか

ら、労働力人口が減ることもあり、2020年以降はプラス1.2％で経済成長する、現状と比較す

ると、排出量が1億トンくらい増加するベースラインを想定しています。実質ＧＤＰで言うと

2030年のところで740兆円程度です。そのベースラインから、省エネとか原子力とか新エネと

かをやっていくといった想定をいたしております。具体的な省エネについての削減効果は、最

後の16ページに削減量というのがありまして、住宅・建築物の省エネですと5,900万トンとか、

幾つかありますけれども、これは、それぞれの省エネについて、断熱効果とか累積ストック量

を一応試算した結果になっております。 

 それから、それ省エネの程度についての議論に関しては、一つは、11ページのほうに最終

エネルギー消費の対ＧＤＰ弾性値というのを載せております。これは、ＧＤＰとの兼ね合いで

どれだけエネルギー消費を減らすかということなんですけれども、先ほどご説明したとおり、
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2007年から2030年までにマイナス0.70ということで、特にオイルショックのときは、エネル

ギー消費は横ばいだったというのに対して、ＧＤＰが増加するけれども、今後は、経済が

2010年代に２％程度成長して、その中でエネルギー消費をかなり減らしていくということで、

我々としては、相当の省エネを進めないとこれは実現しないのではないかと思っております。 

 それから、再生可能エネルギーにつきましては、私どもの試算は、これは別途、全量買取法

について、今の国会で提出すべく法案を準備中でありますけれども、その全量買取制度を検討

するに当たってのコスト負担とか、系統安定化対策とか、そういったことを勘案しながらの再

生可能エネルギーの導入量、2030年についての想定を置いております。委員ご指摘のとおり、

発電電力量で言いますと、確かに水力が半分ぐらいなんですけれども、再生可能エネルギーの

設備能力で見ますと、12,025万kwという中の太陽光発電と風力発電を足しますと、それで大

体半分ぐらい、水力に比べても、太陽光発電、風力発電が設備能力でいうと相当入っていくと

いった導入想定を置いているということはご理解いただければと思います。 

 とりあえず以上であります。 

○近藤議長 もう一つの新潟県の問題は、別に挑戦しているわけでも何でもないのです。何で

時間がかかったかということについてもう少し明確にしたほうがいいということのご指摘と理

解して、事務的に説明させていただいています。 

 それでは、阿南委員、どうぞ。 

○阿南委員 私も資源エネルギー庁にちょっと質問させていただきたいと思います。８ページ

に、ＣＯ２の削減のことが出ていますが、この世帯数の基準にすいては、先ほどのご説明では

わかりましたが、この人口問題研究所が出していました資料について、私が調べましたところ

は、4,880万世帯でした。それについて、ではこの数値での試算はしなかったのかということ

をまずお聞きしたいと思います。そいてしたらどうなのか、どんな数字になっていくのかとい

うことをお聞きしたいと思います。 

 それともう１点ですが、14ページに供給側の絵姿と書かれています。ここは、14基の新増

設と90％の稼働率が前提ということになっていますが、私は一体電力の需要予測については

どこを見たらいいのかわからないのです。本来、電力の需要というものがあって、そして現在

の供給体制でどこまで賄えるのかということを先に考えるべきではないかと思います。ですか

ら、その点で見ますと、一体どこを見ればその需要の見通しが出ているのか、ちょっと教えて

いただきたいと思います。 

○近藤議長 石崎さん。 
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○石崎需給政策室長 最初の点は、直接のお答えになっているかどうかは分からないですが、

社会保障・人口問題研究所の推計値は検討に当たっては当然入手しておりまして、2008年度

が4,987万、それが2030年に4,880万に微減するということだと思います。私どものほうは、

2008年の実績を住民基本台帳からとっておりますので、そこから推計したわけであります。

推計の手法は、先ほど申し上げたとおり、社会保障・人口問題研究所の推計方法を見ています

ので、大体同じようなやり方をしておりますけれども、2030年に5,240万世帯ということで、

横ばい、若干の増加になっております。その違いが何から生じるかというと、住民基本台帳の

2008年度に至るところの実績の伸び率というのがありまして、それと国勢調査を利用した国

立社会保障・人口問題研究所の見通しというのがあって、それとは若干違っているものですか

ら、そこで少し差が出てきている。多分、両者の差で言いますと、2008年度では246万世帯ぐ

らい、2030年度では362万世帯ぐらいかと思っております。ではそれ以上何かあるかというと、

一応とりあえずそういった検討をしたというのが経緯でございます。 

 それからもう一つが電力需要の想定についてでありますけれども、発電電力量については、

我々は2007年度実績と2030年度実績はほぼ横ばいと見ております。きょうは手元に持ってこ

ないでしまったのですけれども、これは、実際上の民生部門の電化率というのが過去、電力の

方もいらっしゃいますけれども、随分上がってきています。そこから将来推計して、省エネと

かで差し引いていくと、2007年度から2030年度は、電化率は上がっていく一方で省エネなど

が進むと、発電電力量で言うと、ほぼ横ばいと見ております。ちょっときょうは手元には、ご

質問がここまで詳しいと思わなかったものですから、資料を持ってこなかったので、お答えは

半分ぐらいになってしまいますけれども、とりあえず今のところ、発電電力量、電力需要につ

いて言いますと、2030年は2007年とほぼ同程度と見ております。 

○阿南委員 ありがとうございました。すみません、4,880万世帯についての試算はしていな

いということですね。 

○石崎需給政策室長 はい。 

○阿南委員 ありがとうございました。 

○近藤議長 それでは、松村委員。 

○松村委員 すべて、質問ではなくコメントです。 

 まず細かいことですが、２－１の資料の11ページの弾性値という考え方に関してです。こ

の整理は経済学的に見て誤りだと思います。今後もしこの資料を使って説明するときには、こ

のページは除かれたほうがいいと思います。オイルショック後マイナス0.01というのは、こ
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れは単に経済成長して自然体ならばエネルギーの消費量がふえてしまう、あるいはＣＯ２の排

出量が増えるものを、これをキャンセルするぐらいに省エネの効果があった、そのぐらい努力

した、と言うことを意味するのに過ぎない。今後がマイナス0.70というのは、これから経済

成長をしたとしても、それをキャンセルするぐらいＣＯ２を減らし、さらにもっと減らさなけ

ればいけない、非常に厳しい目標であると言っているのにすぎない。弾性値ではないと思いま

す。もし弾性値だとすれば、今後はＧＣＰか減ったとしたら排出量がふえるということを言っ

ているわけで、私たちはそんな社会を目指しているわけでは決してありません。こういう資料

ではなく、相当に厳しい省エネを見込んでいるということをストレートに言うほうが、ずっと

正確だと思います。余計なことでした。 

 次に２点目以降は、本当は次のラウンドで言うべきことですが、コストという話が出てきた

ので、ここで申し上げます。まず、各電源別のコストの試算について、電気事業分科会のほう

に要請して、小委員会ができるという紹介が先ほどあったかと思います。このときにどういう

意図でお願いしているのかというのがちゃんと伝わるようにお願いします。電気事業分科会で

コストを算定するときに、例えば料金原価という発想があったとすると、本当にかかるかどう

かわからない原価を料金で回収する訳にはいかないので、確実にかかるかなり保守的なコスト

を積み上げる格好になって、費用の推計としては過小推計になる可能性があります。そういう

発想ではなくて、一定の幅があるかもしれないけれども、かかるかもしれないし、かからない

かもしれない費用も含めて、一定の幅を持って推計が出てきてもいいと思います。どの程度の

コストがかかりそうかという数値が欲しいということが確実に伝わらないで、料金という発想

で試算されてしまい、私たちが意図するものと違う数値になってしまうといけないので、一応

意図がわかるようにきちんと伝える必要があると思います。 

 ３点目です。系統関係のコストを考える際には、限界費用は一定ではないということをきち

んと認識する必要があります。系統コストまで含めてコストを算定するというときには、一定

の導入量で試算した数字をリニアに伸ばすという発想では妥当な数字が出てこないことを理解

する必要があります。例えば、ＰＶを２倍入れたとして、今20倍で試算されているコストを、

40倍にしたケースで、単純にこの２倍でできると考えるのはかなり危ない。導入量の増加に

つれ、急激にコストが増加すると考えるのが正しいと思います。そういう性質の数字であると

いうことを理解した上で推計すべきだと思います。 

 ４点目。系統コストのところで、原子力には系統コストをちゃんと加えて推計しなければい

けないという議論に対して、それなら新エネのほうも同様に系統費用を加えて考える必要があ
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ります。原子力のコストに揚水のコストを加えて考えるという発想は基本的に誤りだと思いま

す。揚水は、別に原子力の電力をためるためにつくられたのではなく、基本的にはピーク対策

としてつくられたものだと思います。これが結果的に、ピーク対応が不要な時期に、余剰対策

で使われているというのが正しい認識だと思います。原子力のコストに当然揚水のコストも全

部足さなければいけないという発想はそもそも正しくないと思いますが、もしそう考えるので

あれば、それはＰＶや風力だって同じです。ピーク対応のためにつくられた揚水が、太陽光で

電気が余ってしまうとか、風力で電気が余ってしまうというときに結果的に使われるというこ

とがある点は、原子力のケースと全く同じだと思います。原子力のほうだけ揚水のコストを足

して、新エネルギーのほうには足さないという発想は、如何にも偏った発想ではないかと思い

ます。 

 ５点目。これも次のラウンドで言うべきことだと思いますが、資料２－４の最後に出てきた

数字については、私は言いたいことがいっぱいあります。先ほども言ったとおり、もしこれを

20倍ではなく40倍にしたとすれば、２倍以上のコストがかかる、だから、この発想でリニア

に伸ばすと過小になるというのは既に申し上げました。一方で、ここで出てきた数字は、かな

り過大な数字だと認識しています。安全サイドで考慮したとして、まずこれぐらい費用がかか

る、これをベースにこれからこのコストをいろいろな工夫をして減らしていきましょうという

議論の出発点の数字だと理解しています。保守的で知恵のない人に任せるとこんなに費用がか

かってしまうので、そういう人に安易に任せないで、国民の知恵を集めて費用を削減しよう、

という議論の出発点になる数字です。ＰＶのコストとしてこれだけ当然にかかりますという想

定だとすると、かなり抵抗があります。実際の費用はこれよりかなり低い可能性もあります。 

 以上です。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 電気事業分科会の試算に対するご提言はこの会議の議事録でお伝えできると思いますので、

そのようにしたいと思います。 

 それでは、中西委員。 

○中西委員 どうもありがとうございます。資源エネルギー庁の資料で、幾つか気がついたと

ころをご質問したいと思います。最初に３ページの数値目標ですが、かなり大きな目標を掲げ

られているかと思いますが、自主エネルギー比率という言葉の意味についてです。従来のエネ

ルギー自給率として「国産＋原子力」とありますが、原子力発電は自主エネルギーととらえて

いいのでしょうか。自主という言葉の定義をもう少し明確にしていただけたらと思いました。 
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それから、その下の「国民を守るためのエネルギーセキュリティの確保」という、「セキュ

リティ」という意味が少しわかりにくいように思われます。エネルギー量を確保するのでした

ら、「量の確保」と書いていただいた方が判りやすいと思いました。 

また、その下に2030年までに30％減、80％減など、かなり大きな数字目標が書かれていて、

その内容、つまり実際の対策は何かについては６ページから書かれていますが、達成のために

は毎年何兆円も必要になるとあります。ただ、これはだれが負担するのか、日本全体で負担す

るのか、個々の人か、が知りたいと思いました。お金をかけて非常に効率のよいものに買い変

えていくということ自体はいいとは思うのですが、かなり大変なことかと思われます。 

ただ、ここにある、効率のよいものに買い変えていくということに至る前にもう少し俯瞰し

たことも書いていただければと思いました。エネルギーの施策に際しては、多分これから世界

的に天候異変が増大すると予想されますし、経済面や政治状況では、アジア・アフリカや中近

東を見てもこれから随分変わる可能性が大きいと思われるものですから、それらを全部踏まえ

て、どのように国民一人一人の長期に渡るエネルギーを確保するのかということについて、あ

らゆるリスクを考えることがまずあるのだと思います。それから層状にいろいろな目標を考え

ていき、こういう目標を立てなくてはいけないので、こういうものに買いかえるべきとなって

いるのではないかと思われるのですが、ここではその一部を引き出したのでしょうか。 

最後は、その１枚前の５ページのところの原子力発電の推進というところです。電源立地交付

金制度というのは原子力だけなのでしょうか。主に原子力向けのように理解されるのですが、

何十年もの先を考えていくときに、将来はこのような交付金を設けなくてもいいような、また

原子力だけ特別というような前提をなくしていく努力をする施策も考えてもよいのではないか

と思われました。つまり交付金に頼ることを見直して、原子力発電はどうしても将来にわたっ

て必要なものだと、一からきちんと説明して国民の一人一人に納得してもらい、原子力の意義

そのものを皆に認めてもらうという努力をしていくことも必要ではないかと思われます。今は

このような制度は必要かもしれないのですが、長期を見据える場合には、とても難しいとは思

うのですが、きちんと意義を説明していく施策も必要ではないかと思いました。 

○近藤議長 ご発言が質問というよりはご意見になっているようですので、ご意見で結構です

が、質問についてはまとめて最後にお答えいただくことにさせていただいてよろしいですか、

勝手ですけれども。 

 続いて、山地委員。 

○山地委員 増井さんと黒沢さんのご報告について、ちょっと発言させていただきたいと思い
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ます。 

 お二人とも、ちょっと難しいんですね。私は元同業者だったので、少し苦言を呈しておきま

すけれども、要するにこういうモデル解析をしたときの政策的意味を発表してほしいんです。

特に増井さんのモデルは、非常にエレガントなもので、立派だと思いますけれども、やはり結

果のほうが大事ですので、それをこの会議の関心事と結びつけて話してほしいなと思います。 

 その上で、少しそれに資するように若干質問したいんですけれども、２－２が増井さんの資

料ですけれども、結果のところを見ていますと、14ページから後ですけれども、例えば日本

の一次エネルギー供給2100年と見ると、石炭、石油が結構たくさんあるんです。だけれども、

これはＣＯ２を相当削減しているわけだから、多分ＣＣＳをやるんですね。そういうことを言

ってくれないと、これだけしか見ていないと、ＣＯ２のところはその次の17ページのところの

世界全体みたいなものしか出てこないので、ちょっと読めないんです。だから、要するに日本

これはＣＣＳでいくんですという結果が出ているということだと思います。あと、アジアとか

世界を見ると、これではバイオマスが結構多いですから、これはさっき言ったように、バイオ

マスをやってＣＣＳと組み合わせてカーボンマイナスにするといったことですね。これは確認

ですけれども、そういうことを言ってほしいなと。 

 それと、黒沢さんのほうも、説明しなかったところの、例えば11枚目の世界全体のＡとＢ

とＣの図がありますね。相当極端なケースをやったというのはよくわかるんですけれども、こ

のＡというのは、これも550ppmの安定化だから、相当ＣＣＳをやるということですね。それ

からＢは、原子力をものすごくやるということですね。だから多分ＦＢＲが必要だという話に

するんでしょうけれども。Ｃは省エネの効果が大きく出ています。この３つをやった上で、し

かし何か言葉で割ときれいなことを書いていましたね。４ページなどに書いてあります。要す

るに、３つのケースの技術が融合した社会イメージは、「短中期的には必要に応じてＣＯ２回

収・隔離により急激な気候変動を回避し、長期的に見れば、再生可能エネルギーを最大限活用

しつつ、省エネを究極的に行い、原子力を安定的に運転していくことが持続可能な社会にとっ

ては望ましい組合せと考えられる」というわけですけれども、組み合わせというのはモデルか

らは出てきていないんです、それぞれのケースを出しているだけで。だから、なぜこの組み合

わせがいいのかということをモデル分析との関連で言ってほしいんです。あるいは、今何かお

答えできるのなら、少しつけ加えて欲しいと思います。 

 以上です。 

○近藤議長 指導教官風ですな。（笑）では、田中委員。 
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○田中（知）委員 今の山地委員とほとんど同じことが多いかと思いますけれども、このよう

な計算、特に2100年の計算は、どういう条件でやるかによって随分変わってくると思うので、

ぜひ、どういう条件を考えたのか、それはどういう理由でそれを考えたのかを明確に書いてい

ただけたらと思うんです。こういうのでは、黒沢さんのほうはそれなりに書いていただいてい

るのだけれども、もう一つのほうはなかなかどういう条件かわからないというのがあって、こ

ういうのは、条件を明確に書いて、それはどのように考えたかが一番重要なところだと思いま

すので、ぜひよろしくお願いします。 

○近藤議長 それでは、山名委員。 

○山名委員 ありがとうございます。黒沢さんと増井さんのご発表について私のほうからも伺

いたいのですが、いずれにせよ2100年のエネルギー展望を知っておくべきだと多分山地先生

が前回提案されたというのは、2100年にどうなるかということを見た上で、今我々がどうい

うエネルギー構成を目指すという判断をすべきかと。つまり、先を見て今を決めるためにこの

データを出していただいたと思っております。 

 お聞きしたいのは、結論が、では今どうしろと言っているのかよくわからないので、そこの

お勧めを聞きたいということです。まず増井さんの話からいくと、先ほどの結論の14ページ、

15ページのところで、結局このモデルは、原子力の上限を入れている。それから、この結果

を見ると、かなり長期的にも、石油と石炭に我が国は一次エネルギーとしてかなり依存する。

電力としても、石炭にかなり依存する。2050年ごろにはガスに相当依存しているという絵が

見えているわけです。そうすると、ただ、ガスについては埋蔵量とか、先ほどの入手不可能性

みたいな不確実性がある。石炭については、かなり確実でしょうが、そういうことを考えると、

今原子力がやっておくべきことが、つまりガスに対しての懐を広くするような入り方を今原子

力がしておくべきなのか、ある上限を持って、かなり長期的に我々はやっていけるのかという

ところの違いが実はよく見えないというのが、私のお話を伺った上での悩みです。端的に言え

ば、埋蔵量や長期的な入手可能性の観点から見て、今、ガスや石炭への依存度をどの程度のも

のにしていくべきかという判断に資するという意味で、この長期的な見通しの結果は何を指し

ているかというのをもう一度ご説明いただけないかということでございます。 

 それから、黒沢さんのほうは、山地先生がお話しになったことでいいんですが、やはりエネ

ルギーの転換を、水素や電力に変えていくということをかなり積極的にやっていくことが極め

て我が国として重要であるというのが、一つの最も大きな結論であると理解してよろしいでし

ょうか。 
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 以上、ご説明をお願いします。 

○近藤議長 では、清水委員。 

○清水委員 ありがとうございます。先ほど幾つかのコメントが出ましたので、私から２点ほ

どちょっとコメントさせていただきます。 

 一つは、先ほど2030年の電力の需要はどうなるかというお話が確かありました。きょうの

資料にも掲げてあります。私どもが将来の10年ぐらい先の需要量を想定するときには、当然

のことながら、いわゆる供給責任という極めて基本的な役割から、将来的な不確実性の高い想

定に立つわけにはいかないというのが基本スタンスであります。私も具体的な数値はちょっと

今日持ち合わせておりませんが、ざっくり申し上げると、この先約10年くらいは、年間、年

平均１％ないしは１％弱ぐらいの伸びは想定しています。したがって、少しずつ増加していく

という、そんなイメージのもとにこれから我々は電源計画を立てているというのが、我々事業

者の立場としての需要想定の考え方ということを１点申し上げておきたいと思います。 

 それから、先ほど伴委員から中越沖地震のお話がございました。私は当事者なものですから、

それについて若干コメントさせていただきますが、今日ご説明のあった資料は、再開までにこ

れだけの時間がかかって問題であると私は受けとめておりませんし、むしろ、これだけの審議

を重ね、透明性のある議論を徹底的にされているという意味で私どもは受けとめておりますし、

これからもそういう必要性は大いにあると思っています。ちなみに、７号機の2009年12月の

営業運転再開までに約360回、こういった類の審議会が行われました。これは、今申し上げま

したように、そういった議論のプロセス、透明性の高い議論をしたということの意味合いが非

常に大きいと考えておりますし、これからもこれは必要だろうと思っております。 

 これは余談ですが、柏崎の原子力あるいはその耐震性あるいは地震の影響という意味で、広

く皆様に現場でご理解いただくということで、地震以降、柏崎は４万人を超える方々に実際に

現物を見ていただき、その現物を通じてのご理解をいただいたということをちょっと申し添え

させていただきます。 

 ありがとうございます。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 それでは、あと浅岡委員、青山委員から手が挙がっていますので、このお二方でもう議論を

終わりたいと思いますが、よろしゅうございますか。その後、報告者から質問への回答をまと

めてお願いいたします。 

 では、浅岡委員。 



－28－ 

○浅岡委員 まず一つは、増井先生の資料では温室効果ガスのＣＯ２換算450ppmと記載されて

います。黒沢先生に、５ページのＣＯ２制約についての記載についての質問ですが、550ppm安

定化とありますが、これは温室効果ガスのＣＯ２換算という趣旨でしょうか。ＣＯ２のみでし

ょうか。ＩＰＣＣ安定化シナリオのどのあたりをお考えなんでしょうか。それが一つです。 

 あとは意見でありますが、まず、何人かの方からもご指摘があったことと同じですけれども、

どのような供給構造が望ましいのかという観点からの議論というのが全然なかったのかなと。

こうなりますねとか、安くするにはこうなりますねという感じですね。原子力については数値

目標として、50％、９基、14基、設備稼働率何％とかという数字が出ておりますが、ほかの

ところは実質的なそういう数字が出ない。特に再生可能エネルギーなどは、目標の数字もはっ

きりしない。他の国では、再生可能エネルギー導入を政策的に進める、目標も2050年電力供

給100％といったことを国レベルでも考える意見が出てきている。それをどうやって達成する

かという議論をしているのに対し、経済産業省、エネ庁の今のこの４ページのところ、例えば

再生可能エネルギーについては、具体的な内訳や全体としての目標も見えない。そこで、

2050年20％のうち、水力を除いて10％、ここにヒートポンプも入っているという話が出てま

いりましたけれども、それでは低きに過ぎるのではないか。今の段階でそういう目標で、それ

も実現できるかどうかという懸念がある。もっと高い目標を検討すべきではないかという意味

での検討、そのためにどうしたらいいのかという検討が必要ではないかと思います。 

 そして、その関連で、資料２－４の最後のページのところで、先ほど松村先生からも言及が

あったのですけれども、これは、原子力の高い導入率・稼働率を前提として、再生可能エネル

ギーのなかで太陽光を非常に偏重した形でふやしていくと、そうするとこのように年末年始な

どに昼間電力が余ってしまうからといった仮定があるのではないかと思うんです。これも、原

子力の比率が高くなり過ぎるということは、再生可能エネルギーの導入となかなかうまく照応

しない。この原子力の割合そのものももう一度こういう観点からも見直すべきだという資料で

はないかと思いますし、再生可能エネルギーも、風力や地熱などの導入を促進するのではなく

太陽光に偏重した買取制度をつくっていこうとされておりますけれども、そういう中でこんな

問題も起こってくるのではないか、もっと根本的に制度設計を考えるべきではないかと思いま

す。 

 それからもう一つ、最後に、資料２－１の最後のページでありますけれども、民生部門を中

心に削減目標を立てまして、民生部門で減らすのだとしながら、累積投資額がかかるという話

ですけれども、費用がこのようにかかると強調している。これも日本の削減目標の議論のとき



－29－ 

に、国民へのこういう形の提示をどう見るべきかということがありました。省エネメリットを

差し引いた額がこれだけという点も検証する必要があるのではないかという点。そして、これ

は20年間にわたる累積の数字であって、年間にするとこの20分の１になのか、違うのか。そ

して、日本全体のＧＤＰから見ますと0.何％という話であって、これが大きい金額だからで

きないとか、大変だといった話なのか、ＧＤＰの成長を１年ちょっと後ろにずらす感じでみれ

ば影響はほとんどないと見ることもできる話だとか、そういう議論を目標達成計画のときにし

たと思います。また、より高効率の機器を皆さんが優先的に買っていくような仕組みにしてい

けば、それだけお金が世の中に回るわけで、それは経済を活性化する要素でもあって、最終的

に事業者に入るお金ですので事業者にとってもプラスのお金が入ってくるという話でもあって、

それらを勘案していけば、経済そのものがよくなっていくのではないかといった議論も、こう

した試算に関連してなされてきたと思います。少し一面的な資料の出し方のように思いますし、

増井先生のほうからそうした議論の補充をいただけるところがあればありがたいなと思ってお

ります。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 青山委員。 

○青山委員 先ほど山名委員からご意見というかご指摘があったことと関連するんですけれど

も、きょうの会議のここまでの流れを考えますと、一つは、100年後の、要するに2100年の世

界のエネルギーのあり方というのを想定して、現在から今世紀中にかけての原子力の比率をど

うするかということだと思うんですけれども、だれが見ても、90年、100年後の世界のエネル

ギーのあり方というのは想定できないと思います。きょう議論されたのは、前回の会議の中で

委員から「2100年あたりの想定も踏まえて考えるべきではないか」というご意見があったか

らなされたので、その意義は十分認めますけれども、改めてきょうおいでいただいた方々のご

報告をお聞きした上で申せば、例えば一つ余談を言いますと、原子力の現場の方から、今の原

子力は大体50年ぐらいの寿命の技術ではないでしょうかというお話を僕は２年ぐらい前に聞

いたことがあります。今の科学の進み方から見ても、現在のエネルギー技術というものが１世

紀を超えてそのまま続いていくとはとても思えないんです。今、世界では、一応2050年にか

けてＣＯ２の削減を含めてエネルギーのあり方を議論していて、例えば英国ではこの資料にあ

るように具体的な話になっているわけですから、もしも将来の想定を踏まえてこれから先の日

本の原子力の比率を考えるのであれば、2050年ぐらいが限度であると同時に、国際社会の中

での整合性もそのほうがいいのではないかと思います。 
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○近藤議長 ありがとうございました。 

 それでは、お三方から、順番にどうぞ。 

○石崎需給政策室長 そうしましたら、すべてのお答えになっているかどうかはわかりません

けれども、事実関係を中心にお答えしたいと思います。 

 まず中西委員から、電源立地交付金についてご議論がありました。これは、私は直接の担当

ではないのでありますけれども、ファクトを申しておきますと、電源立地交付金は原子力だけ

ではなくて、火力とか水力とかも対象になっております。 

 それから、原子力を自給率、それから自主エネルギー比率に含むかに関してでありますが、

これは概括的資料なのでこういうことで出しておりますけれども、ＩＥＡの定義によれば、自

給率につきましては、純粋な国産エネルギーを自給率に含める考え方と、それから原子力につ

いては純国産エネルギーということで広い意味での自給率に含めるやり方と、両方あります。

私どもが申し上げている自主エネルギー比率というのは、これに化石燃料の中で日本が権益を

持っているものについての比率も含めての７割ということでやっております。日本の場合は、

どうしても化石燃料につきましては、基本的に海外に依存しているわけですけれども、その中

でエネルギーのセキュリティ、これは量だけではなくて、質もそうなんですけれども、自主権

益というものをふやしていくということでは、こういった自主エネルギー比率ということをご

提示させていただいたわけであります。 

 それから、コストと目標との関係では、これは浅岡委員から最後のほうにもございましたけ

れども、我々は、この最後に書いてある投資総額のところは、これはネガティブなメッセージ

ということで出しているわけではございません。ファクトで申し上げますと、これは20年間

の累積でありますので、単純に割りますと、20で割るので、ご指摘のとおり３兆円というこ

とになります。いずれにしても、マクロでどうやるかというよりは、エネルギー基本計画とい

うのをつくりましたので、住宅建築物の省エネとか、次世代車の部分とか、この各論編の中で

これを規制とか支援とか、エネルギー基本計画の本文にあるのですけれども、ポリシーミック

スという考え方でこれからはやっていかなければならないと考えております。 

 とりあえず、私からは以上であります。 

○近藤議長 では増井さん。 

○増井研究室長 どうもありがとうございます。まずは、資料が十分でなかったという点、お

わび申し上げます。ただ、10分間で説明しろといった要請もございましたので、こういう形

での資料のつくり方になったという点はご了解いただければと思います。そういう意味で、必
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要でしたら、どのような前提条件で計算したのかというあたりも、きちんと資料を作成してご

提出したいと考えております。 

 そういった中で、資料の中にも書いたんですけれども、将来というのはよくわからない、不

確実な問題であるということで、我々もいろいろなケース設定をしまして、その中で、これが

一つ中庸な姿だろうといったものを示しているだけですので、そういう意味で、例えば原子力

を中心に据えた場合、あるいはバイオマス等の資源を中心に据えた場合、さらには他の再生可

能エネルギーを中心にやった場合と、考え方としてはいろいろあるかと思いますので、またそ

のあたり、いろいろとケース設定のいろいろな前提条件を変えたときの姿、そういった中から

どのような状況になるのかといったあたりをご提示できればと思っております。これは、今後

我々に課せられた課題であると考えております。そういう意味で、今回お示しさせていただき

ました資料、計算というのは、各国のいろいろな現在の政治状況、例えば我が国でいきますと、

このエネルギー基本計画にのっとった電源構成の姿といったものを一切無視して、とりあえず

全部費用最小化という形での計算結果を今回はお示しいたしております。そういう意味で、こ

れがそのまま日本の姿かといいますと、必ずしもそうではない。もちろん、いろいろな政治的

な状況、先ほど投機的なことといった話もございましたけれども、いろいろな要素を考えて、

それらを反映して実際にはシミュレーションをしていかないといけないんでしょうけれども、

ただそのようにすべてをいろいろ盛り込みますと、結果として何が何だかよくわからないとい

った問題点も生じてきますので、まずはモデルとして言えることはどういうことなのかという

観点からこの結果をごらんいただければと思っております。 

 最後に浅岡先生から、温暖化対策の経済的なメリットはということで、ここでは詳しくは申

し上げませんけれども、中長期ロードマップとして、環境省の中央環境審議会の小委員会の場

でいろいろ議論しておりますので、そういったところの議論も参考にしていただければと思い

ます。 

 以上です。 

○近藤議長 では黒沢さん。 

○黒沢試験研究部長 ３点、回答させていただきます。 

 最初のご質問は、山地委員の、なぜこの組み合わせがよいのかというお話への回答でござい

ます。結局、日本を考えますと、日本は資源の確保を今一生懸命やっていますけれども、結局

エネルギー資源が絶対量として少ないということがございますので、結果的に供給源を分散さ

せることが将来のエネルギー供給のリスクを少なくすることにつながるということが、一つの
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メッセージなのではないかと思います。それは日本についても言えますし、世界全体としても、

きょうはご説明しませんでしたが、同じようなことが言えるのではないかということが、一つ

のメッセージでございます。 

 ２つ目が、山名委員のご質問なんですが、エネルギーの転換で、末端では電気か水素にいく

べきかということなんですが、これは化石燃料をどう使うかという話と密接にリンクいたしま

す。ＣＯ２制約が厳しくなっていきますと、ＣＣＳというＣＯ２回収・隔離という手段もある

わけでございますが、例えば分散された家庭用とか運輸用のところでは、末端の機器からＣＯ

２回収・隔離をするということは非現実的でございますので、そういうところまで含めてＣＯ

２を大幅に下げていくということになりますと、電力化、水素化ということは必須の条件では

ないかと考えます。 

 最後は、浅岡委員のご質問なんですが、制約条件は結果的にＣＯ２制約かＣＯ２等価制約か

ということなんですが、このシミュレーションではＣＯ２制約です。つまり、等価濃度の制約

ではございません。 

 以上、回答でございます。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 それでは、この資料のご説明に対する質疑はこれまでとさせていただきます。 

 石崎様、増井様、黒沢様、お忙しいところをどうもありがとうございました。 

 それでは、後半にまいります。後半は、前回会議におきまして原子力のエネルギー利用に関

して皆様から出された論点・ご意見を踏まえまして、少し整理したものを用意いたしましたの

で、これをご説明申し上げまして、これについて引き続きご議論いただくことでございます。 

 まず、資料の説明をいただきます。 

○吉野企画官 それでは、資料第３号、「エネルギー利用における原子力の位置付け（第２回

会議までの意見を踏まえた整理）」をごらんいただければと思います。 

 ただいま委員長より申し上げましたように、これまで皆様からいただいたご意見をまとめさ

せていただいたものでございます。まず０．現大綱策定後の動向ということでございまして、

大きく４点ほど。「・」の１つ目から３つ目までが世界における動きということでございまし

て、ＣＯ２対策の重要性、国際的なエネルギー需要の状態と、エネルギー資源確保の競争、そ

の中での原子力を積極的にとらえる傾向が出てきた一方で、核不拡散への対応が課題となって

きている。また、４番目で、国内のほうに視点を移しまして、３分の１を占める基幹電源とし

て原子力が位置づけられている。一方、設備利用率が低迷したり、いわゆる高レベル放射性廃
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棄物処分計画などがおくれているという状況を述べさせていただいております。 

 次に、１．といたしまして、原子力発電の特徴ということでございますが、括弧書きで、エ

ネルギーの安定供給への貢献ということで、①といたしまして、国際的な視点から、原子力の

拡大というものがエネルギーをめぐる競争を緩和する効果がある。また、②といたしまして、

国内に目を移しまして、その備蓄性とか供給安定性から、エネルギーの安定供給に資するとい

うことでございます。 

 次の括弧で、地球温暖化対策、持続可能な発展の観点からということでございまして、原子

力が放射性物質を内在しておりますけれども、これが管理されているので、持続的発展の観点

に資する。したがいまして、ＣＯ２削減というものに対して原子力の役割が見られるのではな

いか。特に、限界削減コストという意味で原子力は優位性を持っているのではないかというの

が、②、③と書かせていただいたものでございますが、その一方といたしまして、①'、②'

という形でございますけれども、突然脱落する不安定な電源であるということで、ＣＯ２削減

に寄与しないということなのではないか。また、最終廃棄物の処分などの問題が解決してから

でないと、持続的発展などの議論に入れないのではないかというご指摘もいただいたところで

ございます。 

 次の経済性でございますけれども、①といたしまして、他の電源と遜色がない。②といたし

まして、エネルギー資源価格の変動に対して感度が低いといったことでございますが、①'と

いたしまして、それに対する考え方といたしまして、廃棄物処分などのコストが不確定なまま

であるというご意見をいただいております。 

 最後に、安全保障・国際貢献の観点から、原子力の技術を国際的に提供していくということ

は、我が国が科学技術立国を追求していくことに資する、また国際貢献にもなるというご意見。

また、それに対して①'といたしまして、その平和利用、核不拡散の観点から疑問があるとい

ったご意見をいただいたところでございまして、ここはあえて両論併記という形でまとめさせ

ていただいております。 

 このような特徴などを踏まえまして、２．といたしまして、目標の考え方でございます。こ

ちらのほうは、まずこれまでの議論のまとめといたしまして、現在の大綱でございますが、括

弧書きにございますとおり、30～40％程度という現在の水準程度か、それ以上を担うことを

目指すということで、青天井、つまり50％、60％というものも入る表現とさせていただいて

いるところでございます。 

 また、先ほど説明を資源エネルギー庁のほうからいただいたところでございますが、現エネ
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ルギー基本計画では、14基の新増設、90％の設備利用率というものを2030年に想定しており

まして、原子力発電比率約５割が視野に入れられているところでございます。 

 加えまして、ＣＯ２は2050年までに先進国平均で80％減ということを目標とするならば、再

生可能エネルギーとともに、非化石電源である原子力の供給割合がふえていくことが必要なの

ではないかと考えられるところでございます。 

 このような状況におきまして、原子力政策大綱の目標をどのように考えるべきかということ

で、案１、案２、案３と書かせていただいております。この３つの案は、三択、３つの案の中

から選ぶという意味ではなくて、いろいろな考え方がある中での典型的な例を示させていただ

いたということでございますので、いろいろバリエーションはあろうかと思います。 

 案１は、今のままということでございます。 

 案２といたしまして、例えば2030年を2050年というところに先に目を移して、また「○

○％」という書き方をさせていただいておりますけれども、定量的な何らかの数字を目標とす

べきではないかということが、案２の考え方でございます。 

 案３といたしまして、１行目に「数値目標的なものを、性能目標を示す方向に変える」と書

かせていただいておりますけれども、何％といったことではなくて、原子力の関係者ないしは

政策が目指す方向、ベクトルを記述する。また、例えば、あとタイムスケジュールに関しまし

ても、ここでは「2030年以降には」という表現で、特定の年限だけを目指すということでは

なくて、幅を持った表現にするといったことも考え方としてはあり得るということで、典型的

な例としまして３案ほどを提示させていただいたところでございます。 

 最後、３．でございますけれども、目標が定められたときに、それを今後の取り組みの基本

的な考え方といたしまして、幾つか掲げさせていただいております。 

 （１）といたしまして、安全確保を前提といたしましたプラントの効率的な運用ということ

でございまして、（ア）、（イ）、（ウ）、以下ございますが、設備利用率の向上、定格出力

の上昇、高経年化対策といったもの、また、次のページでございますが、科学的、合理的な規

制内容、さらには電力の安定供給のための事業リスク管理といったことを提示させていただい

ております。 

 （２）といたしまして、さらに新増設（リプレースを含む）に関しまして、例えば（ア）、

（イ）、（ウ）、（エ）という形で書かせていただいておりますけれども、こちらのほうは、

いろいろなご意見、ご提案もあろうかと考えまして、あえて「・・・」といった書き方をさせ

ていただいております。 
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 （３）は、（２）と関連が深い項目でございますが、原子力発電の推進が社会に受け入れら

れるためにということでございまして、これは共生の考え方でございますので、スケジュール

上は別途議論する機会も設けているところでございますけれども、関係が深い項目といたしま

して、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）という形で、アクセス性や学校教育などとい

うことで「・・・」という形で、こちらのほうも皆様からのいろいろなご意見、ご議論をいた

だきたいということで例示させていただいたところでございます。 

 （４）以下、サイクルの着実な進展、原子力発電拡大への対応、競争力強化といった項目も

前回の議論にはございましたけれども、括弧書きにございますとおり、本日もぜひご議論いた

だければと思いますが、また別途、議論の場を設けているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○近藤議長 ちょっと急いで説明してしまいましたけれども、別に事務局が考えたということ

ではなくて、前回のご発言の意図を忖度して、こういうスタイルで整理してみると、こういう

思いを持ってご発言されたのかなということについて、そこは取捨選択させていただいて並べ

てみたというものでございまして、論点、議論のポイントを絞るということから、ある程度確

度のある議論をしていただくために、こういう格好でひとつ私どもでは皆様のご議論を整理し

て理解したというところでございます。しかし、最後には政策大綱というものを何か決めると

すれば、まさに目標があり、その達成のためには我々としてはこういうことが大事だと考える

ということを国民の皆様にご説明していくという責任があるという意味で、こんな格好で物事

を取りまとめていきたいという希望も込めての資料作成でございますので、そのことを踏まえ

てご発言いただければと思います。どうぞ。大橋委員。 

○大橋委員 ありがとうございます。メンバーからの提出資料というのを６ページと７ページ

にまた性懲りもなくつけておいたのですけれども、ちょっとたくさんの方を敵に回すような気

がするんですけれども、全くそんな意図はありません。原子力エネルギー利用について検討し

ていくときに、どうもこの大綱の議論とか、出だしが、コストがどうだとか、仮定の条件がど

うだとか、将来のエネルギーがどうだとか、何か非常に20世紀的な感じで動いていまして、

もう少し実は社会が変わっているのだということを基礎に置いたほうがいいような気がしまし

て、こんな敵に回すようなことを書いてきました。 

 ざっと簡単にご紹介しますと、20世紀の産業化社会は、合理性ということで、非常にわか

りやすい社会であったわけですけれども、もう今は非常にいろいろなステークホルダーが入っ

てきて、なおかつパワーバランスも、かつては国だったのが、地方自治体へ力が移ったり、生



－36－ 

産者から消費者へ力が移ったり、大学は先生から学生へ力が移っているのですけれども、そう

いう中でどうやって意思決定をしていくのかということがとても重要になってきています。 

 ２点目ですけれども、社会全体としては、適応とか学習とか予期、きょうもコストの比較に

おいて余り決定的ではないんだといった議論をさせていただいたのですけれども、３点目の非

常に小さなこととか、予測が大きいことに変わっていったり、ディセントラライゼーションと

か、エマージェンスとか、そういうことが出てくる社会になってきています。我々はどうして

も、社会が予定調和的に動いてほしいとか、学生も予定調和的に動いてほしいと考えるのです

けれども、それは誤りで、常に変動してというところがあるかと思います。 

 下から２点目ですけれども、一方で、エネルギーに関する基本的な事実があって、セキュリ

ティとか環境保全の重要さというチャレンジを我々は受けているわけですから、きょう伺った

ようなエネルギー予測とか、条件とか、そういう中に不確かさというのも入っていますので、

そういう中でリスクとか対応可能性ということを入れながら、どのように具体化して前へ進め

ていくか。我々が困っていますのは、ステークホルダーが多様化して利害が相反するようなセ

クターが対立する中で物事をどうやって決めていくのかとか、例えば高レベルの放射性廃棄物

の処分などについてもいろいろ挙がっているのですけれども、決して原子力の問題とは思って

いなくて、技術的にはおおよそ解決しているところを社会がどう受けとめるかといったところ

に今力点が移ってきていると思います。 

 そういうことは、今後議論されるであろうパブリックアクセプタンスの目標をどう検討する

のか、国民的理解とは何を目指すのかとか、認知バイアスをどうやって抑制していくかという

ことを考える上でも重要だと思います。 

 次のページに余計なことを２点書いていて、もう１点申し上げたいのですけれども、海外の

事例がきょうご紹介されたのですけれども、いろいろな国がありますから、一言で言うと、ス

ウェーデンとかドイツというのはもう考えなくていいのではないか、勝手にやっていろという

感じを持ちます。 

 次に、新増設とかリプレースにおいては、我々が今やっている安全規制の仕組みというのは、

揺籃期というのでしょうか、もう本当に導入のときのことと全く同じことをやっていまして、

恐らく一般の方がそれを聞いたら、何をやっているんだとおっしゃると思うんですけれども、

そういう一般の方の常識に反するようなことはそろそろ改めていって、次世代軽水炉に大変な

期待があると思うんですけれども、そういうところを変えていくのがよいと思います。 

 もう１点は、委員間で意見を言うのが余りいいのかどうかわかりませんけれども、伴委員の
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出された資料の11ページの一番下から12ページの上の４行に対して、柏崎で燃料棒からの放

射能漏れが生じて、漏れたまま今使っているのだとか、いいかげんな評価をやっているという

ことが書いてあるんですけれども、常々私は安全には目くじら立てるように心がけているんで

すけれども、原子力安全というのは技術的な概念で、この原子炉の放射能漏れに関して言えば、

原子炉の中の放射能の濃度とか、気体廃棄物であれば、排気筒から出ていくときの濃度を監視

しながら、公衆保護という観点から環境と国民に影響のないレベルというのを決めまして、そ

の10分の１か100分の１で、何の問題もないようにコントロールしている中でこういうことが

起きて、燃料にはごく小さいピンホールというのがあくことはありますけれども、そこから漏

れたものも炉水の放射能レベルと排気筒の放射能の濃度を監視していれば、何の問題もないよ

うにコントロールができるようになっています。それに対して私が柏崎で聞いていますのは、

そういうごく微量のピンホールが起きて、それはもちろん制御棒で簡単にコントロールできる

のですけれども、コントロールしながらというところで、技術上、安全上の問題は全くないと

判断されたのですけれども、住民の安心感という点から、その漏えい燃料については既に取り

かえたと聞いていますから、恐らく「現在も使用されています」ということは事実誤認のよう

な気がします。 

 以上です。 

○近藤議長 それでは、鈴木篤之委員。 

○鈴木（篤）委員 ありがとうございます。私は、資料第３号は、「エネルギー利用における

原子力の位置付け」という資料なので、私が理解するところ、この第１号の「エネルギーと原

子力発電」という大項目に対応する議論で、きょうは１月31日ですから、これの１月の最後

の回ということと理解します。したがって、今後はさらに、各論というのか、それ以降の項目

に従った整理が出てくるのかなと思って読んでいますが、それにしても、これがいわば今回の

大綱の議論のベースといいますか、一つの基本的な議論の前提となるところを示していると考

えますと、やはり、今後の議論との対応で言えば、もう少し記載の重点の置き方を工夫してい

ただければと思います。 

 というのは、きょうの資料でも、３ページまでが案１、案２、案３という表現の仕方のどれ

が適切かといった資料になっていて、いずれにしても、それを目標とするための今後の取り組

みはということで書かれています。しかし、まず（１）が出てきますが、この大部分は「電気

事業者は」ということになっていて、電気事業者のおやりになることを大綱である程度書くべ

きことはもちろん何かあると思いますが、それにしても、原子力委員会が大綱を定める意味と
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いうのは、むしろ国が国としての立場とか考え方を示すことが主だと思いますので、大橋委員

のおっしゃっていることはもっと高級なご指摘だと思うのですけれども、私が思いますには、

これまでの原子力長計の流れあるいはこれまでの大綱というのも、どちらかというと、きょう

の資料のようなことがベースというかフレーム枠になっていると私は理解しますが、やや、今

後の原子力を考えますと、国が取り組むべき分野、領域というのは、一言で言うと、原子力発

電所の問題というよりは、燃料サイクルを含めたそれを支える基盤。よく最近、原子炉の輸出

に関連してシステムの輸出だといったことを言われるようになりましたが、そのような言い方

がされるのも恐らく、システムというのは原子力発電を行う上で、それに伴って派生するいろ

いろな技術のこともありますが、考え方を含めてだと思うのです。その部分が今後議論される

のだと思うのですけれども、このように各論に落とし込むような形で整理がうまくできるのか

どうかがちょっと私の気になるところです。つまり、今後、原子力委員会として大綱でその考

え方を示していただく上では、今申し上げたシステムとの関連においても、ぜひ４ページの

（４）のようなところに相当の時間を使っていただきたいというのがお願いであります。 

 それから、私は、それとも関連しますが、きょうの資料で案１、案２、案３のどれがいいの

かということについては、大綱を最後に整理するといいますか、文章としてまとめる場合には、

当然のことながら案３になるのではないか。ただ、その前提として案１、案２のような議論は

当然しなければいけないと思いますけれども。先ほどの前半の議論の中で皆様方がおっしゃっ

ていましたが、ある種の数量的なイメージというのはそれなりに持っておく必要があると思い

ますけれども、それがリジッドな目標になるということでは決してないと思っていますので、

よろしくお願いいたします。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 清水委員。 

○清水委員 ありがとうございます。２、３点申し上げたいと思います。 

 第１点目でありますが、原子力発電の意義ということで取り上げられているわけですが、私

ども電気事業者としましては、まさに低炭素社会の実現ということで、電気を使う側と電気を

つくる側の両面からの取り組みが重要と考えているわけで、先ほどの経済産業省からの中期計

画のお話にもございましたが、電気を使う側では、低炭素化に効果があるヒートポンプを中心

とする効率化技術を積極導入するということで、高効率な機器・システムの利用拡大に努めて

まいりたいと思っています。また、電気をつくる側では、これは言うまでもありませんが、原

子力発電の着実な推進が基軸であると考えております。さらに、再生可能エネルギーにつきま
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しても、系統安定等を含めた電力の安定供給への影響あるいは経済性なども十分考慮しながら、

またエネルギー密度が薄いという特性もあるわけで、それらも踏まえながら、利用の拡大を図

っていきたいと思います。また、化石燃料、火力発電の高効率化もあわせて努めてまいりたい。

つまり、全体のバランスをとりながら進めていきたいということであります。言うまでもあり

ませんが、電気供給ということで、まさに国民生活とか産業活動の基盤になるわけですから、

将来、不確実性のある想定とか対策に過度の期待を持ちながら、結果として供給に支障を来た

すようなことは、我々事業者としては許されないということであります。したがって、今申し

上げましたように、需要あるいは供給の両面から、現実を見据えた、地に足のついた取り組み

というものをまさに基本に置きながら進めたいと思っています。特に供給面では、原子力を基

軸とした低炭素社会の実現を目指しながら、安定供給の社会的責務を果たしていくのだという

考え方が基本でございます。 

 それから２つ目は、原子力の国際的な展開というお話も出ております。現在、説明にもあり

ましたとおり、新興国も含めて、世界各国において原子力発電の導入拡大が計画されておりま

す。私ども事業者の役割は、今まで国内で培いました建設、運転あるいは保守のノウハウを生

かしまして、世界の原子力の平和利用の拡大、安全性の向上に貢献することが大変重要だろう

と思っております。また、我が国の技術が輸出されることが、ひいては経済成長にも大きく寄

与していくという認識でございます。また、この役割を果たすためには、例えば国際的にも調

和性のある規制制度への改善、あるいは世界トップレベルの設備利用率をしっかり達成してい

くということで、日本の原子力発電の世界におけるプレゼンスを高める必要もあると、あわせ

て考えております。また、国際展開を別の観点から考えますと、諸外国との競合や交流を通じ

た国内の技術力の向上、あるいは海外に通用する人材の育成、さらには海外の運営ノウハウや

合理的な規制に関する情報をうまく活用することによって国内の安全性・効率性の向上にも貢

献することができるだろう、結果として、国内の原子力発電のさらなる発展に寄与できるとも

考えております。 

 それから、先ほども出ておりました、これからの原子力発電の目標ということでありますが、

もちろん私どもも長期的な観点から原子力拡大に向けて最大限努力したいと思っておりますが、

そのためには、数字ありきではないということで、むしろ安全を大前提にしながら、特に地元

の方々あるいは広く国民の皆様のご理解を得ながら着実に進めていくことが重要だと考えてお

ります。その辺の意味合いや性格を含めて、慎重に検討することが必要だろうと思います。 

 また、高い目標というのはもちろんあるわけですが、そのためには解決すべき課題が多いと
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いうことも事実であります。したがって、前回のときにも申し上げましたが、国民の皆様を初

め、国、事業者の３者の価値観の共有というのがまず大事であって、またその課題解決の実現

性もしっかり担保しながら目標に向かっていくということが大変重要だろうと考えております。 

 私からは以上であります。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 山名委員。 

○山名委員 まず、なぜ今回、大綱の見直しをやるかというところに振り返ってみますと、５

年前には原子力の位置づけがややあいまいなまま、やや惰性的な感じであったのを、仕切り直

したというポジションだったわけです。そこでは、３割から４割あるいはそれ以上という目標

を明確にすることで、原子力というのはやはり大事だという認識を共有したわけです。その後

５年間、かなり環境条件が変わった。炭酸ガス圧力、それからエネルギー供給安定性の重要性、

いろいろ変わってきた。その５年を受けて我々はまた大綱として新しい表現をするからには、

その５年間の状況を見た上で、もう一度原子力の重要性というのを明確にこの大綱に反映すべ

きであると思っているわけです。ですから、５年前の現大綱と同じ表現のまま原子力の位置づ

けを記載することではないだろうと思っています。 

 その観点で言うと、原子力というのは、短期的な実力、それから中期的な意義、それから先

ほどお聞きしたような長期的な意義、３つの意義があるわけです。そのうちの短中期的な部分

については、先ほどのエネルギー供給安定性等のご説明でかなりわかってきたところでござい

ますし、長期的な意義については、先ほどのお二人の講師のレクチャーでやや見えたような気

もするんです。つまり、何もしなければ、かなりガスや石炭に依存する社会が待っている。炭

酸ガスについては450ppmを満たせるとしても、それらの供給保障がない状態を迎えなければ

いけないという見方もできる。ということは、原子力にある程度今力を入れておく必要がある

ということを意味していると思います。つまり、これは、安易に原子力をふやせという意味で

はなくて、着実な原子力を着実にふやす努力をこの新しい大綱でもするべきだというメッセー

ジを込めるべきだと思うわけです。エネルギー基本計画でも明確に、かなり原子力が重要だと

いうメッセージは既に出ているわけですから、それに沿って、ある程度我々は、着実な原子力

を着実に確固たるものにするというメッセージを含んだ目標を書いていく必要があるのではな

いか、あるいはそういうほうを目指すための環境の整備としてでも政府の一つの目標を明確に

していくべきではないかと思うわけです。 

 恐らく、現在は30％ぎりぎりなんでしょうけれども、それではエネルギー基本計画の目標
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から見てもかなり下になる。最低限40ぐらいやっていかないと、我が国のベストミックスと

いうのが、これは短中期的に見て難しいだろうというのは、今までの議論でわかるところでご

ざいます。ですから、恐らく目標としては40以上を目指すぐらいの表現は今回の大綱であっ

てしかるべきではないか。ただ、清水委員のご指摘のように、原子力はいろいろな課題を抱え

ていて、それをしっかり解決していかないと、なかなか高いところは達成できないわけであり

ますから、例えば40％以上を目指しながら、できるだけしっかりした改革を進めながら、場

合によっては50以上を目指すこともあり得るといった目標像をこの大綱に書いてはいかがか

という考えでとらえております。 

 以上でございます。 

○近藤議長 鈴木委員。 

○鈴木（達）委員 私からは、大橋委員とか鈴木篤之委員がおっしゃったこととちょっと関係

してくるのですが、政策大綱のそもそもの考え方というのをちょっとお話ししたいと思います。 

 ８ページですが、私はメモを書かせていただいたのですが、第１回のときに委員長がパラダ

イム・シフトをというお話をされたので、それが頭にこびりついていまして、自分なりに、私

の言うパラダイム・シフトはどういうものかというのをちょっと考えてみたんです。 

 まず第１に、そのヒントになるのが、原子力基本法の原点である。これは、読んでみると、

「人類社会の福祉と国民生活の向上に寄与すること」が最大の目的である。それから、「進ん

で国際協力に資すること」と書いてあります。これをもう一度政策大綱の原子力政策の新しい

哲学として確認する。それはどういうことかといいますと、今の大綱やこれまでの長計を見て

みますと、まず大体、基本法の文章は入っているのですけれども、我が国は資源がなくて、原

子力が必要であるというところから始まります。そうではなくて、原子力はそもそも、我々の

政策の目標は人類の福祉のためにあるんだと。それが日本国民の生活の向上に寄与するという

ことで、原子力を発展させていくということを第一の目標にするのがいいのではないかという

のが、私の第１のポイントであります。 

 世界の話。きょうはエネルギーの長期的な話も出ましたが、まず2050年までの目標という

のがいいのではないか。そうすると、世界の趨勢としては、非化石エネルギー源をかなり飛躍

的に伸ばしていく必要がある。この中の取り合いをしてもしようがなくて、原子力、再生可能

エネルギー、クリーン火力は共通の目標を持ち、お互いが相互補完的に、それぞれの場所、そ

れぞれの地域でお互いの役割を果たしていく。どれも排除することは賢明ではないと私は考え

ます。 
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 しかも、特定のエネルギー源に極端に依存するようなエネルギーミックスも、安定供給の面

ではリスクが高いということで、実はちょっと９ページの図１を見ていただきたいんですが、

最近ＢＰが発表した世界のエネルギー需要の見通しなんですが、左側の絵がわかりやすいんで

すけれども、今後20年間の間に、化石燃料のシェアを見ると、石油、石炭、ガスがほぼ一緒

になる。非化石エネルギー源のシェアも、水力、原子力、再生可能エネルギーがほぼ一緒にな

るという、多様化の方向に向かっている。これを達成するのは必ずしもそう簡単ではないんで

すが、これは予測ですので、現状のままいくと、2030年にこうなっていくだろうと。原子力

については、このシェアは少しふえていますが、実際の増加量を見ると、右手ですけれども、

過去20年の増加量よりもかなりふやさないと、このシェア維持は達成できないということで

あります。したがって、原子力について、原子力政策大綱の目標としては、この世界のエネル

ギーに占める原子力の比率をむしろ目標にしたらいいのではないかということであります。 

 この原子力のエネルギーとしてのシェアの拡大ですが、エネルギーシェアの確保が持続可能

な発展に役に立つということなんですけれども、その際、燃料サイクルの政策は各国によって

いろいろ違いまして、もちろん長期的に重要な項目であることは間違いありませんが、2050

年までを考えますと、その政策がどういう状況になっていようが、原子力発電の貢献度は非常

に高いということを確認する必要があると思います。 

 そういう目標を踏まえまして、きょう用意していただいた資料を見ますと、私は、目標とし

ては３番の目標が一番近いと思うんですが、要は原子力をこのような持続可能な発展に貢献す

るようなエネルギー源にしていくにはどうしたらいいか、現在、一次エネルギーの６％なんで

すが、これをふやしていくためにはどうしたらいいかということを日本として考えていくとい

うのがいいのではないかということで、具体的に最後に４点ほど挙げさせていただきました。

これは、鈴木篤之委員がおっしゃっていたように、民間事業がやるというよりは、特に国とし

て強調したいものを４点挙げさせていただきました。 

 まず第１に、いわゆる非化石エネルギー源による温室効果ガス削減価値というのを見えるよ

うにすること。これは、再生可能エネルギーでも、原子力でも、経済価値につながるような形

で制度を整えていくのがいいのではないか。炭素税とか、排出量取引とか、現在でも原単位を

公表していますけれども、それによってシフトが起きるだろう。これはやはり国の役割ではな

いか。 

 ２番目は、世界にはいろいろな国がありまして、原子力に対していろいろなニーズがあるだ

ろう。そのときに、これから当分の間、原子力の競争力を上げていくためには、大型炉だけで
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はなくて、例えば中・小型炉などの開発も進めていく必要があるのではないか。 

 ３番目は、既存の発電所の運転の維持が特に重要ではありますし、しかも新設の場合にも、

バックエンドをどうしたらいいのかというニーズに対して、すぐに処分場が見つかるというこ

とではありませんから、あるいは再処理をすぐにするというわけでもありませんので、まずは

使用済み燃料貯蔵の確保ということを世界的に進めていく必要がある。 

 最後に、これはよく言われているいわゆるスリー・エス（３Ｓ）なんですけれども、これも、

原子力を一般のエネルギーとして拡大していくためには、さまざまな取り組みが必要であると

いうことについて、今回の政策大綱では重点を置いて議論すべきではないかということで、私

のコメントとしたいということです。 

 以上です。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 南雲委員。 

○南雲委員 ありがとうございます。２点申し上げたいと思います。 

 １点目は、新大綱策定会議で別に議論をする機会があると思いますが、原子力のエネルギー

利用が社会に受け入れられるための課題についてです。計画外停止期間の長さにもあらわれて

おりますように、我が国固有の課題として、国民一人一人が原子力エネルギー、中でも放射線

に対し、漠然とした不安を抱いているのではないかという事実があります。唯一の被爆国であ

ることや、地震国であることを踏まえれば、理解できることであり、国民の原子力に対する不

安・不信を払拭するためには、こうした事実と真正面から向き合う必要性があると思います。

特に放射線については、正しい知識や情報が日常生活とのかかわりにおいて実感できることが

大切ではないかと思います。例えば、地震においては震度やマグニチュード、台風であれば瞬

間風速といった尺度で、国民は危険に対して一定の相場観というものを持っております。しか

し、放射線ではシーベルトやベクレルであり、国民は原子力エネルギーに伴う放射線について

全く相場観を持っていないのではないかと思います。こうした点について、例えば日常生活や

健康診断などとの比較において相場観が形成されれば、原子力エネルギーへの不安・不信の払

拭に役立つのではないかと思います。草の根の地道な取り組みかもしれませんが、常に国民が

何に疑問を感じ、どのような答えを期待しているのかに意を払い、わかりやすい情報の発信に

努めていくことが重要であると思っております。 

 ２点目は、エネルギー利用全体の中での原子力の位置づけを常に意識するということです。

今後、本会議における議論は、原子力に関する個別論点に焦点が当てられることとなりますが、
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常にエネルギー利用全体の中で原子力がどのような位置づけであるのかを踏まえて検討を進め

ていただきたいと思います。再生可能エネルギー、原子力エネルギー、化石エネルギーなどに

はそれぞれ長所・短所があり、これらを雇用の安定確保や産業の健全な発展のためにどう組み

合わせていくかが大切であると思います。その意味から、再生可能エネルギーか原子力かとい

う二者択一論に陥ることなく、原子力のエネルギー利用のあり方を検討することが重要である

と思います。連合としましては、昨年、原子力エネルギーを、エネルギー安定供給に欠かすこ

とのできない重要エネルギー源であるとともにＣＯ２削減に有効な手段として位置づけており

ます。国の議論においても、エネルギー利用全体の中での原子力の位置づけを国民にわかりや

すく明示した上で、今後の議論を進めていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○近藤議長 田中委員。 

○田中（知）委員 ありがとうございます。何点か、この資料についてコメントしたいと思い

ます。 

 まず、ＣＯ２の削減は重要でございますが、同時に電気の安定供給というのが大変重要かと

思います。そのような観点でベストミックスといった観点での記述がもうちょっとあってしか

るべきかなと思いました。 

 それから、この資料を見ると、「将来発生する廃棄物分についてはコストが不確定」と書い

てあるのですけれども、前回サボったのでわかりませんが、バックエンドのかなりのところに

ついてはコストが評価されていますし、また、さらにないものについてもこれから評価されて

いくかと思います。 

 次に、目標の案１・２・３の中でどれがいいかということを言わなければいけないと思いま

して、結論的には案の３がいいかと思います。すなわち、原子力発電は50年あるいは100年の

国家の計でありますし、原子力委員会は原子力施策の基本的方向性を示すことが重要であろう

かと思います。また、2050年以降炭酸ガス排出量80％減を達成するためには、再生可能エネ

ルギーとともに原子力が伸びることが重要である。また、閣議決定されているエネルギー基本

計画で2030年の姿が示されているということを考えると、案の３が妥当かと思いますが、エ

ネルギーセキュリティ確保の観点でも原子力の比率を高めることが有効であるといった記述も

あっていいのかなと思いました。若干その辺が見えなかったところでございます。 

 それから、次の３、基本的考え方で何点かあって、（３）以降はまた別途に議論する機会が

あるということですので、きょうは（１）と（２）だけについて述べさせていただきます。 
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 （１）については、先ほど鈴木篤之委員もおっしゃったところでございますが、（１）で気

になったのは、「国・自治体・事業者は、……するためのそれぞれの責任の明確化」と書いて

ありまして、ここで書いているのは電気事業者と国だけの話でありますし、国についても、現

在の政策大綱では、「国が……するべきである」、それから「事業者には……を期待する」と

いうことになっているのですけれども、自治体については若干表現が違っているかと思います

が、ここでは「国・自治体・事業者は」ということでくると、特に自治体に対してどのような

ことをここで議論して書けばいいのかについて、もう少し皆さんで議論することが必要かなと

思いました。 

 それから、（２）で「新増設（リプレースを含む）を着実に推進すること」と書いてあるの

ですが、これは先回の原子力政策大綱の後、私が部会長をさせていただいています、資源エネ

ルギー庁原子力部会の原子力立国計画の議論の中でも何点かについて議論させていただきまし

た。項目だけを述べると、原子力発電に特有な投資リスクの低減・分散、２つ目が初期投資・

廃炉負担の軽減・平準化、３つ目が広域的運営の促進、４つ目が原子力発電のメリットの可視

化であります。それについては、かなりのところは今回適用されるかと思いますが、さらにつ

け加えるかとすれば、一つは、出力の調整運転をどのようにスコープに入れながら考えるかと

いうことかと思います。もう一つは、廃止措置が着実に行われることが重要でございます。ま

た、そのときに発生する放射性廃棄物の処分も着実に行われないといけません。すなわち、余

裕深度処分とかトレンチ処分があろうかと思います。また、大量に発生する物質はクリアラン

ス対象のものなんですけれども、それをどうリサイクルするかといったことを含めて、廃止措

置が着実に行われることが重要かと思います。 

 以上です。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 秋庭委員。 

○秋庭委員 ありがとうございます。私も、目標のところですが、案３でよいのではないかと

思っております。ただ、これについて、実現することがなかなか難しいので、この実現に当た

っては、２つのことを考える必要があるということをつけ加えさせていただきたいと思ってお

ります。 

 １つは、これを実現するために、その下に目標への取り組みということが書かれております

が、この取り組みをしていくときに、合わせて国と地方の役割分担ということも考える必要が

あると思っております。先ほどの２－４の資料のところで、柏崎刈羽原子力発電所の計画外停
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止期間の状況という表がございましたが、このことについて時間がかかったことは、清水委員

のほうから、それは時間がかかっても、これだけの時間が必要だった、意義があることだった

というご発言がありました。私も、時間がかかることが決して悪いとは思いませんが、ただ、

時間をかけて何をやっていくのか、どのように議論して、そしてどのような基準をクリアすれ

ば地元の了解が得られるのかなど、透明性の高い議論とともにルールづくりが必要だと思って

おります。よく国と地方との役割分担について議論が必要だということが言われてはおります

が、なかなかそのような場がありませんので、ぜひこのような大綱策定のような国としての基

本方針を考えるときに、改めてこのことを考える必要があると思っております。 

 ２つ目は、これに関してなんですが、新増設するときに、本当にやっていけるのかというこ

とは慎重に考える必要があると思っています。前回の伴さんの資料にも、既に1995年から計

画されているところがなかなか着工に至らないといった表がございました。それを見ていても、

なかなか９基、14基とふやしていくことは並大抵ではないと思っております。ましてや住民

の理解を得るというのが難しくて進まないところも幾つかあります。そこで、これから新増設

するときには住民の理解を得るために、今までのようなやり方ではもう進まないということを

念頭に置く必要があると思います。住民の理解、地域の理解を得るために、新しいやり方とは

どういうことなのかということをもっと議論する必要があると思いました。 

 以上２点、述べさせていただきました。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 あとご発言希望の方が９人いらっしゃいまして、残り時間は25分でございますので、どう

したものかと思っているんですが、３×９＝27という計算式を一応念頭に置きご発言をいた

だければ大変ありがたいと思います。 

 伴委員。 

○伴委員 まず、ちょっと事実関係で、柏崎の燃料なんですけれども、確かに交換されたので

すが、ここで問題にしているのは、さらに燃料、ピンホールといいますか、それが起きて、現

在このような運転が続けられているんだということです。ですから、誤解しているわけではな

いんです。２例目が出ているということです。 

 それで、何で住民はそんなに心配するのかというと、これは2007年12月にドイツのほうで

疫学調査の結果が報告されて、発電所周辺半径５キロの小児がんとか小児白血病の発症例が有

意に多いということでした。また、皆さんはご存じないかもしれませんが、柏崎の人たちは毎

年桜の咲くころに桜の花びらの調査をしていて、2007年の地震の起きた翌年については花の
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異常が非常に多かった。それを学問的に証明できるかどうかは分かりませんが、しかしそうい

うものを肌で感じているんです。だから、そういうことが続けられることに心配しているわけ

です。 

 疫学調査のことについても、第４期の放射線従事者の疫学調査が出て、確かな証拠が出てい

ないという書き方にはなっているのですが、しかしその中を見ると、明らかに全がんとか、肺

がんとか肝がんとか、そういうのは放射線従事者には多いわけです。そして、そのがん発症例

が多いことは線量に依存しているということまでは書いてある。だけれども、たばこを吸って

いるでしょうということで、たばこによる影響を排除して、確かな証拠が得られないというこ

とになっているのですが、たばこの影響のとり方というのに僕はちょっと疑問があって、吸っ

ている者同士、吸わない者同士の比較ではないんです。一般的に影響を考慮しているというこ

とです。だから、そういう点で放射線の人体への影響というのは、確かに出ているのは微量か

もしれませんが、今は60年運転しようといった時代でして、一地域の人間にすれば、70年ぐ

らいは原子力とつき合うことになってしまうわけで、そういう長期の影響というのはすごく気

にしていかないといけないと思います。 

 そして、これ（資料３号）についてなんですけれども、まず僕は、原子力は過渡的なエネル

ギーであるということをきちんと位置づけてほしいと思います。それで、長期的には省エネル

ギー、再生可能エネルギー、そして原子力。原子力の扱いをどうするのかというのは人によっ

て違って、僕はここの中ではマイナスの方向に向かっている人間ですので、ちょっと違う意見

を言うのですけれども、第一に省エネ、次に再生可能エネルギーというのをきっちり位置づけ

ていくべきではないか、その上で原子力の扱いを考えると思っています。資料２－４のところ

に燃料調達のことなどが出ていますけれども、再生可能エネルギーを12.9％にふやしたらと

なっていますけれども、先ほどの話もありましたように、ヒートポンプが入っているから、実

際にはすごく少ないと思うんです。もっとふやすべきだと思うし、ここの部分はリスクゼロで

すので、ここを20％にふやしたら、資源調達安定性というところに出ている数字というのは

ぐっと下がってくるわけです。そのようなことで、原子力を過渡的なエネルギーと位置づけ、

省エネ、再生可能エネルギー、原子力という位置づけにしてほしいと思います。この（資料３

号）中には「省エネ」という言葉が一言も入っていないんです。これはやっぱりちょっとおか

しいだろうと思っています。 

○近藤議長 あと１分以内でお願いします。 

○伴委員 あと１分にします。 
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 ２ページの下のところで、「具体的には、エネルギー基本計画に」云々「約５割となる」と

いうのは、ちょっと硬直的な書き方で、実際に省エネ効果とかいろいろなことを考えたら、別

に増設したから５割になるという話ではないと思うんです。そういう細かいところとか、３ペ

ージでは、「米国ではすでに原子力発電所の60年運転が許可されていることを視野に入れ

て」と書いてあるんですけれども、このたった２行のところにこういう話はおかしくて、アメ

リカは結構廃炉になっているものも多いわけで、その辺は配慮していくべきではないかと思い

ます。 

 ちなみに、案１・２・３の書き方で言うと、僕は３のところで書くほうが、この中身にはち

ょっと異論がありますけれども、基本的には目標値を出さないで書くほうがいいと考えていま

す。 

 以上です。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 阿南委員。 

○阿南委員 ２点あります。先ほど清水さんが、事業者としての供給責任といったことをおっ

しゃいましたが、それはわかりますけれども、それは原子力発電の強化・拡大という道だけで

はないだろうと感じました。 

 それと、この整理案についての意見です。まず、この動向のところですが、ここは、これま

での10年間やってきたこと、目指してきたことに対する到達点といいますか、総括の文章が

必要だと思います。それが１つ目の「・」と４つ目の「・」に当たるのかとは思いますけれど

も、もう少し詳しく書いたほうがいいのではないかと思います。 

 それと、追加してもらいたいのは、策定会議そのものの、なぜ策定会議を設けて議論するこ

とになったのかということについてもここでは触れるべきだと思います。 

 それと、原子力発電の特徴のところですが、ここではリスクは極めて高いということをはっ

きりと述べるべきだと思いますし、管理に相当の技術水準が必要であるということ、そして同

時にリスクコミュニケーションが重要であるということを明確にすべきだと思います。温暖化

対策のところがすごく目立って書かれていますけれども、原子力発電の特徴的なところでは、

そういうことをしっかりと述べるべきだと思います。 

 それと、目標のところですが、ここに３点提案されているのですが、私は、原子力発電の比

率の上限値を決めるべきだと思っています。上限をちゃんと決めておいて、そして推進すべき

だと思っていますので、いわば案１と案３をミックスしたようなものだと思いますけれども、
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ただ案３の最後に書かれています「着実にその規模の拡大を図ること」ということには反対で

す。 

 以上でございます。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 中西委員。 

○中西委員 ありがとうございます。手短に申し上げます。これを読んで、１カ所、一番気に

なったところは、最後の４ページの住民のところです、（３）の「原子力発電の推進が社会に

受け入れられるために」というところの（エ）です。「信頼を確保するためには主要な価値観

がある程度共有されていることが必要であることをふまえて、・・・」と書いてあるのは、書

き方として誤解を生む可能性があると思います。特に、「ある程度共有」というのではなく、

全てを共有するという、その姿勢が大切だと思います。「ある程度」というのは、最初から半

ばあきらめているような気持ちがあらわれているようにも受け取られます。ここの書き方はも

う少し工夫していただければと思います。 

○近藤議長 山地委員。 

○山地委員 ありがとうございます。次回は多分これで中間取りまとめというのをするんだと

思いますので、具体的な提案をさせていただければと思います。項目としては、新しい項目と

して２つ、きょうの前半のところで、要するに世界的な視点、長期的な視点ということで話題

提供があったので、そういう話を入れてほしいなと。 

 その一つは、お隣の鈴木達治郎委員が先ほど言ったように、我が国の原子力は世界に貢献す

るという面もあるわけですから、場所はどこがいいのかわからないんですけれども、どこかに

その視点を入れてほしい。それが国際展開とかというところにつながっていくのではないかと

思います。これが１点目です。 

 もう一つは、長期的視点のほうも相当重要なので、これも場所としてどこがいいかわからな

いんですけれども書いてほしい。技術進歩の話が出て、先ほど青山委員から50年先はわから

ないという話があったけれども、過去のエネルギー技術を見ていますと、電力システムは100

年以上続いているし、タービンやエンジンも100年前からあるし、水力発電所は100年以上た

っているものもある。次世代軽水炉の設計寿命は80年とか、長いんです。したがって、長期

的な視点というのはこの原子力政策大綱の中には当然持っておくべきことです。大橋委員が言

ったことも私はわからなくもないんですけれども、21世紀のパラダイムは、どう言ったので

しょうか、複雑な意思決定と言ったのかな、カオス的意思決定であってと言うのだけれども、
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そういう時代だからこそ、まさに原子力の取組には長期を見据えた合理的な判断が必要だ、そ

ういうことを言っていく必要があるのではないか。 

 これが大きく新しく入れたい２項目で、あとはちょっとテクニカルになるんですけれども、

少し申し上げると、この資料の２ページ目、上のほうに①'、②'とあって、これは対立する

意見として書いてあるのでしょうけれども、これも別にどっちかを選択するというのではなく

て、例えば①'のところで「不安定な電源」と書いてあるんです。原子力が「不安定な電源」

ということは、ある程度確かです。地震でとまったり、検査の不祥事でとまったりということ

があったわけですから。ただ、何か大きな電源が突然なくなると言われると、書きたくなくな

ります。だから、表現をもうちょっと工夫して、取り込めるのではないでしょうか。 

 その次も、「廃棄物処分を解決することが先決」と言われると、これをやらないと原子力を

進めるなという感じですから、これは困る表現です。ただ、高レベル廃棄物処分については地

層処分という技術が確実に存在するのですから、それを国民の皆さんに理解してもらうという

活動をやりながらということは必要ですね。だから、「先決」はちょっと困るんだけれども、

表現を工夫すれば取り込めるのではないですか。 

 また、その下のほうの安全保障／国際貢献のところも、「原子力発電プラントの輸出をする

と、平和利用が担保できるか疑問がある」という言い方をすると、何か対立的だけれども、平

和利用の担保が必要なことも事実なんですから、この点も取り込めるのではないかと思います。 

 もう一つ、皆さんおっしゃっている例の目標の案１から案３までについては、これはもう皆

さん大体一致しているようですが、私も案３のような書き方がいいと思っております。ただ、

これも、表現は多分今から練られるんでしょうけれども、この案３の２行目のところで、「総

発電電力量の約５割を超える供給割合を担うこともあり得ること」と書かれていますが、これ

はもっと素直に、エネルギー基本計画ではこう書いてあるといった引用をされたらもうそれで

済むことではないかと思うんです。このままでは「こともあり得る」とはどんなことかという

感じがするわけです。そのように、もちろん多分今から文言は調整されるんだと思いますけれ

ども、今指摘したような調整をしていただければと思います。 

 以上です。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 今回は、皆さんの発言を尊重してまとめるという方針で作成しましたので、甲論乙駁のない

ままの意見はそのまま書き込んであります。 

 続いて、知野委員。 
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○知野委員 まず、現大綱策定後の動向のところなんですけれども、ここにはこの５年間で見

直すにいたった総括なり意味みたいなものも加えることが必要だと思います。 

 それから、最後の「・」の設備利用率の低水準、それから核燃料サイクル計画の遅れのとこ

ろなんですけれども、これは５年前も同じ状況があったはずで、「依然遅れ続けている」とい

うような時間の流れを含んだものにすべきではないかと思います。 

 それから、目標のところで、皆さん案３に賛成が集中しています。数値目標をむやみに掲げ

ることだけがいいことだとは思わないんですけれども、ただ、この案３の書き方を見ますと、

これは非常に抽象的、理念的で、私の受けとめ方としては、こういうものは目標と呼ばないと

思います。ですから、もう少し具体的に書き方を工夫しないと、これは目標にはなり得ないと

思います。 

 それから、３番目の取り組みの基本的考え方も同様なんですけれども、「高経年化対策を着

実に実施」、それから「規制が科学的、合理的」と、これはもちろんそうやっていただかない

と国民の支持は得られないと思いますので、では具体的にどうするんだというところも書き込

んでいく必要があると思います。 

 以上です。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 松村委員。 

○松村委員 時間が限られているので、案１、案２、案３に関することのみにします。 

 案１、案２、案３と並べられていますが、この中から選べという提案ではないと理解してお

ります。単なる例示であると。2030年の数値を入れるかどうか、入れるとしたらどんな数字

か、2050年の時点で数字を入れるかどうか、入れるとしたらどんな数字か、数字を入れない

とすれば、あるいは入れるとしてもその追加としてどのような議論を入れるのか、という形で

議論した結果の例示だと理解しています。 

 基本計画に関して様々な議論が出てきましたが、私は、基本計画の基本的なイメージ、原子

力の比率が50％、再生可能エネルギー20％、合わせて70％を目指すという数字は、いろいろ

な意味で合理的な数字だと思います。単にコストのことだけを考えただけではなく、セキュリ

ティのこともコストのことも環境のこともみんな考えて、まさに田中（知）委員がおっしゃっ

たようなエネルギーのベストミックスということをきちんと考えた上でこの数字が出てきたと

理解しています。その基本計画よりも後退した表現をここで出すのには賛成しかねます。案３

の「約５割を超える供給割合を担うこともあり得る」というのは、パーミッシブルな表現かも
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しれませんが、「あり得る」ですから、だったら40％以下ということもあり得るし、30％以

下ということだって原理的にはあり得るわけです。もし数字を出すなら、基本計画の50％と

いう数字を出すのが筋なのではないか。もし、山名委員が言及された40％という数字を目標

に出すのだとすると、基本計画の50％という数字は夢の数字で、できたらいいなという程度

の数字で、コミットメントはせいぜい40％ぐらいですよと、まるで基本計画の数字にたいし

て否定的に言っているように聞こえます。それは恐らくこの委員会の本意ではないと思います。

50%を達成するにはクリアすべき問題があるのは事実ですが、逆にクリアすべき問題もなく達

成できる低い数字をここで出して意味があるとは思えません。基本計画のラインから政府の政

策がぶれているような印象を与えるのは良くないと思います。もし数字を出すとすれば50と

いう数字で、そうでなければ、先ほど山地委員がおっしゃったように、基本計画を引用する文

章でも良いと思います。しかし、基本計画はそう言っていますと他人事のように中立的に書く

のではなく、できれば支持する、前提とする、あるいはせめて齟齬がない、といった立場が伝

わる形で引用されれば、なおいいと思います。 

 以上です。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 浅岡委員。 

○浅岡委員 前回欠席しておりまして、今日こんなことを取りまとめしてしまうとは認識して

いなかったので、本日申し上げられないことはまた紙でお出ししたいと思います。 

 一つ、このトーンが原子力推進ですというところが余りにも強い。皆さんには当然なのかも

しれませんが、私の気持ちから言いますと、なぜこんなにそうなんだろうと。原子力政策大綱

だからそうなのだとおっしゃるのかもしれませんが、そうであるにせよ、時代背景から見ます

と、鈴木達治郎先生が書いていらっしゃるように、省エネあるいは再生可能エネルギーあるい

は石炭問題も、石炭をＣＣＳで推進とは考えませんが、幅広く考えていくんだという基本姿勢

がエネルギー政策でも温暖化対策でももっと前提にある。原子力へのパブリックアクセプタン

スにおきましても、やりやすいというリプレースの場合であっても、再生可能エネルギーをこ

れだけこうして拡大していくが、それでもこういう部分でこの程度は原子力を活用していかな

くてはいけないのだといったトーンが必要なのではないか。日本ももっと再生可能エネルギー

をふやすのだというトーンが、原子力政策大綱も含めて、国の政策全体の中で、見えているほ

うが、海外進出をしたいそうでありますけれども、そのときにもむしろ今の国際情勢では日本

という国の姿勢を理解されるのではないか。そういう時代だという点を一つ申し上げておきた
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い。 

 その観点から言いますと、2030年に70％、50％が原子力で、20％のうち10％が水力で、残

り10％についてはヒートポンプを相当に見込んでというので、本来の再生可能エネルギーは

数％というのが再生可能エネルギーの日本の目標であると。2030年というときでもそうだと

しますと、私はとても心配です。実際にそんなことではいけないと思います。これはエネルギ

ー基本計画自身の問題ですけれども、そこは考え直すべきだと思います。 

 それから、原子力は温暖化対策の観点から大変貢献があるように書かれていますけれども、

２ページの①'というところでは、突然停止する場合には寄与しないと書かれていますが、も

っと大きな問題は、これまでの10年もそうでしたけれども、これから10年、また20年かけま

しても、ここでの予定どおり９基とか14基増設あるいは90％稼働率を確保することはできそ

うにない。先ほど５年間同じことが継続しているということがありましたが、これまでもおな

じような計画があり、そのとおりできてこないがために温暖化対策の全体の目標も計画も非常

に混乱してきました。実際に国として必要な新たな政策の導入を遅らせることになっている。

今の計画が、そういうことが起こらない立地計画なのか、稼働率達成計画なのかについて検証

したところがこの中にちっともないんです。今後そのような増設計画等を前提にして、省エネ

はこの程度、再生可能エネルギーはこの程度、あるいは天然ガスへの燃料転換等、石炭もＣＣ

Ｓ頼み等を考えていくとすると、また同じことを、ある意味で温暖化対策としての失敗を繰り

返すことになる。これは原発が突然停止して火力発電に頼ることになる以上に私としては心配

であります。 

 表現のところは、１・２・３のどれがいいとも、どれもいいとも申し上げられないところで

ありますけれども、ゆっくり考えまして出していきたい。３というのも、原子力が５割を超え

ることがあり得るとの数字を入れたものですので、大変疑問を感じております。また後で申し

上げます。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 田中委員、どうぞ。 

○田中（明）委員 いささか鈴木達治郎さんがおっしゃったパラダイムの問題とも関係するん

ですけれども、今度の原子力大綱をつくるといったときに、大綱ですから、原子力委員会がつ

くるのですから、これは国家計画ですね。そこで、アプローチ、アティテュードというのが、

もうちょっとポジティブなアティテュードにならないかなという気がちょっと私はしています。

どっちかというと、これはやむを得ない面もあって、当然のこともあるんですけれども、原子
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力の問題になるとどうしても、やめたいんだけれどもやらなければいけないとか、仕方ないけ

れどもやらなければいけないとか、ある種の押し込まれて、しようがないからこれをやるんだ

という雰囲気が醸し出てきて、これは当然そういう面はあるんです。課題がいっぱいあるわけ

ですから。ですが、私は、国の計画である以上、原子力がこの国を強くするために何ができる

のかという発想も入ってこないといけないのではないかと思うんです。ですから、21世紀に

入って、日本の問題は、日本が沈没しかけているとかと時々言われるように、何とかしてこの

社会をもっと活力があり、国際社会でも生き生きと活躍できる社会にしていくにはどうしたら

いいかという課題があると思うんです。それに原子力のパーツというのはどうコントリビュー

トできるのかという発想をもうちょっと入れていただけないかなと思います。 

 そう言っても、私は原子力の人間ではありませんから、原子力のみがそうだなどと言ってい

るわけではなくて、再生可能エネルギーだってもちろん日本を強くするのにとてつもなく重要

な役割を果たすと思いますけれども、原子力に関して見ると、何をすることが日本を強くする

ことになるのかという観点を入れていただきたいと思います。ですから、これは、技術力もそ

うですし、人材力もそうですし、それからひょっとすると原子力の安全をめぐっていろいろ議

論してきたＮＧＯやその他の人たちの活動自体も日本を強くする役割なのかもしれないと私は

思うんです。ですから、そういうものを全部ひっくるめて原子力大綱として、日本を強くする

のにはどうするのかという雰囲気が醸し出されるような文章をつくっていただければと思って

おります。 

 そのように言うと、別に案の中から選べというわけではありませんけれども、３をもうちょ

っとポジティブに書いていただきたいという感じであります。 

○近藤議長 ご協力いただきまして、ジャスト６時に終わって……。もうお一人。青山さん。

すみません。 

○青山委員 すみません、残っていました。ではあえて早口でしゃべります。 

 この日本の新しい原子力政策大綱は、間違いなく国際社会で５年前より注目されると思いま

す。一つは、核セキュリティというのが大きな世界的テーマになっているし、それからＣＯ２

の削減等もあわせて、そうです。それを踏まえますと、この意見整理の２ページのところに

「原子力発電プラントの輸出をすると、平和利用が担保できるか疑問がある」ということが１

行書いてあるのですが、これは実際は逆だと考えています。というのは、日本の軽水炉で生み

出されるプルトニウムは、加圧水型であれ、沸騰水型であれ、純度はせいぜい40％台半ばで

すけれども、核兵器をつくるには90％半ば以上の純度が必要ですから、日本の軽水炉を世界
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に広めるのであれば、そこから核爆弾はつくれないということです。例えば一部の国は黒鉛炉

を使い続けていたり、あるいは重水炉を新たにつくるということが起きているなかで、ひとつ

の歯どめになるわけですから、むしろここは、日本の「核爆弾がつくれない原子力発電のプラ

ント」をどんどん世界に広めることによって平和利用を広めたいと、さっき田中明彦先生がお

っしゃったこととも関係するのですけれども、そのように積極的に書くべきではないかなと思

いました。 

 それから、４ページのところにリプレースのことについて、「次世代軽水炉を開発し」云々

とちらっとだけ書いてあるのですが、どちらかというとリプレースは古びたものを長く使いま

しょうという高経年化の話になっているわけですけれども、これも、日本が今、開発を推進し

ている小型でより安全な原子炉というものをもっと前面に出して、古いものを使うよりも、新

しい、より安全で使いやすいもの、つまり途上国に出したときに、そこの労働モラールが低く

てもより安全なようにすることができるんだという書き方のほうが個人的には望ましいと思い

ます。秋庭委員がおっしゃった「地元の人への新しい理解」という意味でも、このことを積極

的に議論すべきではないかと思います。 

 最後に、南雲委員から教育のことについてお話があったんですけれども、僕は非常に共感し

ました。というのは、放射線というものは何かということについてというか、原子力について

光も影も両方ともほとんど教育を受けていません。僕自身もそうでした。私の子供たちもそう

であって、例えば原子力を使うために自然界になかったプルトニウムというものを人間がつく

り出したことは事実であって、それと同時に自然界には一定の放射線量が既にあるということ

も事実であって、その両方をきちんと教わる授業を文系、理系関係なく、子供たちの段階から

やってほしい。 

 これに関して最後にあえて一つだけ、踏み込んで具体的なことを言いますと、例えば日本で

一番原子力発電が集中立地していて、地元の関心や心配が大きいのは若狭湾だと思いますけれ

ども、その若狭湾では、雨が降ったときには、原発と関係なく自然界の放射線量がどれぐらい

増えるか。放射線が何か物体に当たったときにどれぐらい吸収されるかの数値で言うと、大体

170nGy/h（ナノグレイ・パーアワー）までいくんです。ところが、若狭湾にある原発が例え

ば地震で揺らされたとして、使用済み核燃料棒の入っているプールの水とか、あるいは燃料取

替用水タンクの水とかが仮に漏れたという被害であれば、170nGy/hまではとてもいかないと

考えられます。すなわち自然界の放射線量を超えることがない。環境への影響はない。実際、

若狭湾以外でも、中越沖地震で柏崎刈羽原発の使用済み核燃料棒のプールが揺らされて水が漏
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れましたが、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）の調べでも環境への影響はなかったことが確認され

ている。しかし社会的には、こうした事実がまったく知られていなくて、環境が汚染されたか

のような事実誤認がある。そうすると、南雲さんがおっしゃった相場観というものをもう一度

教育でつくり直すべきではないか。危機管理を考えても、必ず巨大地震というのはやがて来る

わけですから、そのときに何が起きているかということを地元の方あるいは国民全体がフェア

に、客観的に判断できるような教育を今から積み上げることが大事ではないかと思っています。 

 早口で申しました。 

○近藤議長 ありがとうございました。 

 それでは、時間が過ぎましたので、きょうの議論はこれまでとさせていただきます。 

 ご指摘もありましたが、なお、議論には至りついていないので、議論のまとめをつくるのは

なかなか難しいのですが、しかし、いくつか論点を紙に書いて出していくことでご意見も頂戴

できましたので、５人の原子力委員で相談させていただきまして、これまでのご意見をエネル

ギーとしての原子力に係る取り組みの考え方ということでまとめてみたいとと思います。資料

１においてご了解いただいたように、議論のまとめといっても、それはなにか外部に向かって

こんなことに合意したという確定版という性格のものではなくて、今後議論を別の課題に進め

ていくときに、とりあえずこのテーマでの議論ではこんなところが重要というか、関心事であ

ったというまとめをつくりながら進んだほうが、効率的に議論できると判断してつくるもので

ありますが、とにかく少し努力して、このテーマについての議論をまとめてみたいと思います

ので、きょうは時間が制約されて十分発言できなかったとお思いの方は、ぜひメモなどをお出

しいただけると大変ありがたいと思います。 

 それでは、これできょうの議論は終わらせていただきますが、次回は、その議論のまとめ案

んをもとにご議論をいただいて、このテーマについての主要論点は大体こんなところかなとな

ったところで、次の核燃料サイクルのテーマに重点を移して資料を用意して、引き続きご議論

いただくことにできればと思っております。それで、きょうは特に核燃料サイクルのところに

ついて、六ヶ所の再処理工場の状況についてのご発言もございましたので、できればその席で

六ヶ所の状況についてのご説明もいただけるといいのかなとも思っていますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、次回の予定を決めて終わりたいと思いますが、次回については、皆様からのご都

合をいただいたところによりますと、２月21日月曜日15時からという時間帯が比較的出席可

能な方が多いということでございますので、できれば２月21日月曜日15時から第４回を開催
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したいと思いますが、よろしゅうございますか。 

 では、そのようにさせていただきます。 

 それでは、本日は、時間を超過いたしましたが、熱心なご議論をいただきまして、まことに

ありがとうございました。 

 これで第３回会議を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

午後 ６時０６分閉会 


